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中
国
研
究
集
刊

湯
浅
邦
弘
教
授
退
休
記
念
号
（
第
六
十
九
号
）

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
）
三
月

一
三
九

一
五
八
頁

―

中
国
学
の
手
法
に
よ
る
空
海
研
究

南

昌

宏

は
じ
め
に

弘
法
大
師
空
海
（
七
七
四
～
八
三
五
。
以
下
、
空
海
と
称
す
る
）
は
真
言
宗
の
開
祖

で
あ
る
。
僧
侶
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
・
文
化
人
と
し
て
敬

意
を
表
さ
れ
る
。
宗
教
者
・
哲
学
者
・
文
学
者
・
科
学
者
な
ど
、
分
野
を
問
わ
ず
多
く

の
人
が
空
海
に
関
心
を
寄
せ
る
。
日
本
仏
教
の
各
宗
派
に
開
祖
は
い
る
が
、
そ
の
中
で

も
群
を
抜
い
て
注
目
を
浴
び
続
け
て
い
る
。

空
海
に
関
す
る
著
作
も
数
多
く
、
専
門
外
の
少
な
か
ら
ぬ
人
も
、
空
海
に
つ
い
て
、

。

、

あ
る
い
は
空
海
の
思
索
に
つ
い
て
理
解
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る

そ
の
際

必
要
に
な
る
の
が
空
海
の
原
著
書
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
専

門
外
の
人
に
は
理
解
が
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
空
海
の
漢
文
を
専
門
的
な
視

点
か
ら
で
き
る
限
り
正
確
に
読
解
し
、
訓
読
・
注
釈
・
口
語
訳
な
ど
を
施
し
た
も
の
が

必
要
で
あ
る

専
門
家
か
ら
も
高
い
評
価
を
得
て
お
り

原
文
・
訓
読
・
口
語
訳
・
注
解

。

、

を
備
え
、
利
用
頻
度
が
高
い
刊
行
物
と
し
て
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

『

』

（

、

、

弘
法
大
師
空
海
全
集

全
八
巻

弘
法
大
師
空
海
全
集
編
輯
委
員
会
編

筑
摩
書
房

一
九
八
三
～
一
九
八
六
年
）

空
海
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

全
四
冊

宮
坂
宥
勝
監
修

第
一
・
二
冊

・
福
田
亮
成
校
訂
・

『

』

（

（

）

訳
（
第
三
・
四
冊

、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
四
・
二
〇
一
三
年
）

）

『
傍
訳
弘
法
大
師
空
海
』
全
二
〇
巻
（
宮
坂
宥
勝
監
修
な
ど
、
四
季
社
、
二
〇
〇
〇
～

二
〇
一
〇
年
）

『

』（

、

、

）

現
代
語
の
十

巻

章

と
解
説

栂
尾
祥
雲
訳
著

高
野
山
出
版
社

一
九
七
五
年

じ

っ

か

ん

じ

ょ

う

『
十
巻
章
講
説
』
上
・
下
巻
（
小
田
慈
舟
著
、
高
野
山
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）

『

』（

、

、

）

三

教
指
帰

性
霊
集

渡
邊
照
宏
・
宮
坂
宥
勝
校
注

岩
波
書
店

一
九
六
五
年

さ

ん

ご

う

し

い

き

し
か
し
、
右
記
の
も
の
を
初
め
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
訳
注
で
は
〈
典
故
を
踏
む
〉

と
い
う
漢
文
特
有
の
手
法
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
注
意
を
向
け
て
い
な
い
。

拙
稿
は
、
空
海
に
よ
る
典
故
表
現
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
読
解
の
成
果
を
記
す
も
の

で
あ
る
。
典
故
を
踏
む
と
い
う
技
法
は
、
単
な
る
文
章
表
現
の
工
夫
に
留
ま
ら
ず
、
時
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に
深
遠
な
思
想
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い

（
拙
稿
で
は
、

。

基
本
的
に
常
用
漢
字
・
現
代
仮
名
遣
い
を
使
用
す
る
が
、
特
定
の
漢
字
に
つ
い
て
は
旧

字
体
を
使
用
し
て
い
る

「
藝
」
は
「
芸
」
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る

「
臺
」
は
旧

。

。

げ

い

う

ん

だ

い

漢
字
の
「
台
」
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
。
常
用
漢
字
の
「
弁
」
は
、
字
義
に
よ
る
異

体
字
の
区
別
を
重
視
す
る
場
合
に
は
使
用
せ
ず
、
旧
漢
字
を
用
い
る

）。

一

空
海
に
よ
る
『
論
語
』
の
引
用

空
海
の
文
章
に
は

『
論
語
』
に
基
づ
く
表
現
が
多
数
見
ら
れ
る
。
空
海
が
基
本
的
な

、

教
養
と
し
て
『
論
語
』
を
読
み
、
身
に
付
け
て
い
た
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ

。

、

『

』

。『

』

う

そ
れ
で
は

空
海
は
誰
の
注
釈
で

論
語

を
読
ん
で
い
た
の
か

論
語

（

）

注
１

に
は
多
く
の
注
釈
が
存
在
す
る
が
、
代
表
的
な
も
の
は
何
晏
注
・
邢

昺
疏
『
論
語

t

あ

ん

け

い

へ

い

注
疏

（
古
注
）
と
朱
熹
『
論
語
集
注

（
新
注
）
と
の
二
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
海

』

』

が
こ
れ
ら
を
手
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
古
注
は
魏
の
何
晏
（
？
～
二
四
九
）
注
と

北
宋
の
邢
昺

九
三
二
～
一
〇
一
〇

疏
と
を
付
し
た
も
の

新
注
は
南
宋
の
朱
熹

一

（

）

、

（

一
三
〇
～
一
二
〇
〇
）
注
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
空
海
は
中
国
で
言
え
ば
中
唐
時
期

の
人
物
で
あ
る
か
ら
、
何
晏
の
注
を
見
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
邢
昺
や
朱
熹
の
注
釈
を

見
た
可
能
性
は
皆
無
で
あ
る

『
新
唐
書
』
藝
文
志
・
論
語
類
の
記
述
か
ら
、
当
時
普
及

。

し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
注
釈
を
挙
げ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

『
論
語

。

』『

』『

』『

』（

『

』

鄭

玄
注

何
晏
集

解

皇

侃
疏

韓
愈
注
論
語

上
記
の
書
名
は

新
唐
書

じ

ょ

う

げ

ん

し

っ

か

い

お

う

が

ん

。

、

。

の
表
記
に
従
っ
た

一
般
的
な
表
記
と
し
て
は

そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
も
の
を
使
用
す
る

鄭
玄
『
論
語
注

・
何
晏
『
論
語
集
解

、
皇
侃
『
論
語
義
疏

、
韓
愈
『
論
語
注

。
鄭

』

』

』

』
）

（

）

、

（

）

。

玄

一
二
七
～
二
〇
〇

は
後
漢

皇
侃

四
八
八
～
五
四
五

は
梁
の
人
物
で
あ
る

韓
愈
（
七
六
八
～
八
二
四
）
は
空
海
と
同
時
期
の
人
物
で
あ
る
た
め
、
そ
の
著
作
を
目

に
し
た
可
能
性
は
低
い
と
推
測
す
る
。

、

『

』（

、『

』

）

さ
て

空
海
の
著
作
に

秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論

以
下

十
住
心
論

と
略
す

ま

ん

だ

ら

が
あ
る
。
淳
和
天
皇
の
勅
に
よ
り
平
安
時
代
の
仏
教
六
宗
派
が
献
上
し
た
、
い
わ
ゆ
る

「
天
長
六

本

宗

書
」
の
一
つ
で
あ
る
。
各
宗
派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
を
解
説
し
た

ろ

っ

ぽ

ん

し

ゅ

う

し

ょ

も
の
と
さ
れ
、
天
長
七
年
（
八
三
〇
）
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
。
ま
た

『
十
住
心
論
』
を

、

略
述
し
た
も
の
と
し
て

『
秘
蔵
宝

鑰
』
が
あ
る

『
十
住
心
論
』
の
特
徴
は
、
十
住

、

。

ほ

う

や

く

心
思
想
と
呼
ば
れ
る
体
系
に
あ
る
。
密
教
的
解
釈
に
よ
っ
て
、
衆
生
の
心
を
十
の
階
梯

に
分
け
て
解
説
す
る
と
い
う
体
裁
を
採
る
（
十
住
心
思
想
の
概
略
に
つ
い
て
は

『
弘
法

、

大
師
空
海
全
集
』
第
一
巻
（
前
掲
）
の
宮
坂
宥
勝
氏
に
よ
る
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い

。）

こ
の
階
梯
の
う
ち
、
第
二
の
階
梯
は
「
愚
童
持
斎
住
心
第
二

（
以
下
、
第
二
住
心

」

と
略
す
）
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
畜
生
と
異
な
り
、
人
に
宗
教
心
・
道
徳
心
が
芽
生

え

発
達
す
る
段
階
で
あ
る

こ
こ
で
仏
教
の
五
戒

一
般
に
は

不
殺
生
戒
・
不

偸

盗

、

。

（

、

ふ

ち

ゅ

う

と

う

戒
・
不
邪
淫
戒
・
不
妄
語
戒
・
不
飲

酒
戒
）
と
並
ん
で
道
徳
心
を
説
明
す
る
際

『
論

、

ふ

お

ん

じ

ゅ

語

『
尚
書

『
春
秋
左
氏
伝
』
が
引
用
さ
れ
る
。
平
安
時
代
初
期
の
貴
族
社
会
に
お
け

』

』

る
道
徳
と
し
て
儒
教
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
五
戒
に
つ
い
て
述
べ

る
部
分
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。
な
お
、
空
海
の
撰
述
は
『
定
本
弘
法
大

師
全
集
』(

高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所
発
行)

（
以
下

『
定
弘
全
』
と
略
す
）
よ
り

、

引
用
す
る
。

次
明
五
戒
。
夫
五
戒
同
於
外
書
有
五
常
之
教
。
謂
仁
義
礼
智
信
。
愍
傷
不
殺
曰

仁
。
防
害
不
婬
曰
義
。
故
心
禁
酒
曰
礼
。
清
察
不
盗
曰
智
。
非
法
不
言
曰
信
。

（
注
２
）

以
為
五
徳
。

次
に
五
戒
を
明
か
さ
ん
。
夫
れ
五
戒
は
、
外
書
に
五
常
の
教
え
有
る
に
同
じ
。

仁
義
礼
智
信
と
謂
う
。
愍

傷

不
殺
を
仁
と
曰
い
、
防
害
不
婬
を
義
と
曰
い
、

み

ん

し

ょ

う

ふ

せ

つ

故
心
禁
酒
を
礼
と
曰
い
、
清
察
不
盗
を
智
と
曰
い
、
非
法
不
言
を
信
と
曰
い
、

以
て
五
徳
と
為
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
空
海
は
儒
教
の
五
常
（
仁
義
礼
智
信
）
と
仏
教
の
五
戒
と
は
同
じ
で

あ
る
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
空
海
独
自
の
考
え
で
は
な
い
。
五
常
と
五
戒
と
に

、

、『

』（

、『

』

つ
い
て

同
様
の
配
当
を
す
る
文
献
と
し
て

大
正
新
修
大
蔵
経

以
下

大
正
蔵

と
略
す
）
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
法
琳
『
辯
正
論

・
吉
蔵
『
仁

王

般

』

に

ん

の

う

は

ん

若

経

疏

・
湛

然
『
止
観
輔

行

伝
弘
決

・
智
顗
『
摩
訶
止
観

。
も
っ

』

』

』（
注
３
）

に

ゃ

ぎ

ょ

う

し

ょ

た

ん

ね

ん

し

か

ん

ぶ

ぎ

ょ

う

で

ん

ぐ

け

つ

ち

ぎ

と
も
、
五
常
と
五
戒
と
の
配
当
関
係
は
一
定
し
な
い
。
配
当
は
違
っ
て
い
る
も
の
の
、

五
常
と
五
戒
と
を
関
連
づ
け
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
格
義
仏
教
の
風
潮
を
引
き

継
い
で
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
先
に
引
用
し
た
部
分
に
続
く
文
に
は
「
不
可
造

次
而
虧
、
不
可
須
臾
而
廃

（
造
次
に
し
て
虧
く
可
か
ら
ず
、
須
臾
に
し
て
廃
す
可

…
…

か

か
ら
ず

」
と
あ
る
が
、
空
海
・
法
琳
（
五
七
二
～
六
四
〇

・
湛
然
（
七
一
一
～

…
…
）

）

七
八
二
）
の
文
章
は
酷
似
す
る

『
十
住
心
論
』
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
大
量
の
引
用

。

が
指
摘
さ
れ
る
。
出
典
を
明
記
し
な
い
場
合
も
多
く
、
先
の
文
章
も
、
恐
ら
く
先
行
文

献
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
後
、
空
海
は

『
論
語
』
と
そ
の
注
釈
と
を
引
用
す
る
。

、

論
語
云
。
殷
因
於
夏
礼
。
所
損
益
可
知
也
。

疏
云
。
三
綱
謂
夫
婦
父
子

馬
融
曰
。
所
因
謂

三
綱
五
常
也
。

君
臣
也
。
五
常
謂
仁
義
礼
智
信
也
。
就
五
行
而
謂
。
則
木
為
仁
。
火
為
礼
。
金

。

。

。

。

。

為
義

水
為
信

土
為
智

人
禀
此
五
気
而
生

則
備
有
仁
義
礼
智
信
之
性
也

人
有
博
愛
之
徳
謂
之
仁
。
有
厳
断
之
徳
為
義
。
有
明
辨
尊
卑
敬
譲
之
徳
為
礼
。

有
言
不
虚
妄
之
徳
為
信
。
有
照
了
之
徳
為
智
。
此
五
者
是
人
性
恒
。
不
可
暫
捨

（
注
４
）

故
謂
五
常
。

『

』

「

。

。
」

論
語

に
云
え
ら
く

殷
は
夏
礼
に
因
る

損
益
す
る
所
は
知
る
可
き
な
り

と

馬
融
曰
く

因
る
所
を
三
綱
五
常
と
謂
う

と

疏

に
云
え
ら
く

三

。（

「

」

。
）『

』

「

綱
と
は
夫
婦
・
父
子
・
君
臣
を
謂
う
な
り
。
五
常
と
は
仁
義
礼
智
信
を
謂
う
な

り
。
五
行
に
就
い
て
謂
え
ば
、
則
ち
木
を
仁
と
為
し
、
火
を
礼
と
為
し
、
金
を

義
と
為
し
、
水
を
信
と
為
し
、
土
を
智
と
為
す
。
人
は
此
の
五
気
を
禀
け
て
生

う

ず
れ
ば
、
則
ち
備
え
て
仁
義
礼
智
信
の
性
有
り
。
人
に
博
愛
の
徳
有
る
、
之
を

仁
と
謂
う
。
厳
断
の
徳
有
る
を
義
と
為
す
。
尊
卑
を
明
辨
し
敬
譲
す
る
の
徳
有

る
を
礼
と
為
す
。
言

虚
妄
せ
ざ
る
の
徳
有
る
を
信
と
為
す
。
照
了
の
徳
有
る

を
智
と
為
す
。
此
の
五
者
は
是
れ
人
性
の
恒
な
り
。
暫
く
も
捨
つ
可
か
ら
ざ
る

が
故
に
五
常
と
謂
う
」
と
。

こ
こ
で
引
用
し
た
『
論
語
』
為
政
篇
の
注
釈
は
、
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
で
あ
る
。
若

干
の
省
略
は
あ
る
も
の
の
、
一
字
一
句
ほ
と
ん
ど
違
わ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
記
憶
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
書
写
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

平
安
時
代
に
お
い
て
、
梁
の
皇
侃
撰
の
『
論
語
義
疏
』
が
、
注
釈
と
し
て
一
般
的
な

も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
特
に
空
海
が
『
十
住
心
論
』
に
引
用
し
た
箇
所
は
、

仁
義
礼
智
信
の
す
べ
て
に
つ
い
て
解
釈
を
施
し
て
お
り
、
先
の
五
戒
と
対
照
す
る
の
に

も
好
都
合
で
あ
る

『
論
語
注
疏
』
の
邢
昺
疏
で
は

『
白
虎
通
』
の
引
用
に
よ
っ
て
解

。

、

釈
を
し
て
い
る
。
文
言
は
異
な
る
が
、
仁
義
礼
智
信
の
説
明
を
丁
寧
に
し
て
お
り

『
論

、

語
義
疏
』
と
く
ら
べ
て
遜
色
は
な
い

『
白
虎
通
』
は
後
漢
の
成
立
で
あ
る
か
ら
、
空
海

。

が
参
照
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
敢
え
て
選
ん
だ
の
か
偶
然
か
は
分
か
ら
な
い
も

の
の
、
空
海
が
採
用
し
た
の
は
『
論
語
義
疏
』
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
類
書
や
他
書
か
ら

の
引
用
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
管
見
の
限
り
、
空
海
が
閲
覧
で
き
た
と
い
う

条
件
に
お
い
て
、
該
当
箇
所
の
記
載
は
類
書
や
『
大
正
蔵
』
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

、

『

』

『

』

、

仮
に

空
海
が

論
語
義
疏

に
基
づ
い
て

論
語

を
理
解
し
て
い
た
と
す
れ
ば

注
意
を
要
す
る
点
が
あ
る

『
論
語
義
疏
』
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
仏
教
的
な
解
釈
が

。

色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
石
橋
成
康
「

論
語
義
疏
』

『

と
梁
代
仏
教

（

印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
七

二
、
一
九
八
九
年
）
な
ど
を
参
照

。

」
『

）

―

、

。

最
も
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て

先
進
篇
に
見
え
る
顔
回
に
関
す
る
文
を
左
に
挙
げ
る
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数
人
の
高
弟
の
名
を
挙
げ
な
が
ら
、
彼
ら
の
特
徴
的
な
性
向
を
指
摘
す
る
章
の
一
部
で

あ
る
。

子
曰
。
回
也
其
庶
乎
。
屢
空
。

子
曰
く
「
回
や
、
其
れ
庶

き
か
。
屢
し
ば
空
し
。

」
と
。

…
…

ち

か

し

ば

む

な

皇
侃
の
注
釈
が
前
提
と
す
る
何
晏
『
論
語
集
解
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

回
庶
幾
聖
道
。
雖
数
空
匱
。
而
楽
在
其
中
矣
。

一
曰
。
屢
猶
毎
也
。
空
猶

…
…

虚
中
也
。
以
聖
人
之
善
道
教
。
数
子
之
庶
幾
。
猶
不
至
於
知
道
者
。
各
内
有
此

害
。
其
於
庶
幾
。
毎
能
虚
中
者
。
唯
回
。
懐
道
深
遠
。
不
虚
心
。
不
能
知
道
。

（
注
５
）

…
…

〔
顔
〕
回
〔
は
〕
聖
道
に
庶
幾
し
。
数
し
ば
空
匱
な
り
と
雖
も
、
而
れ
ど
も
楽

ち

か

し

ば

く

う

き

し
み
其
の
中
に
在
り
。

一
に
曰
く
「

屢
」
は
猶
お
毎
の
ご
と
し

「
空
」

…
…

「

。

ま

い

は
猶
お
虚
中
の
ご
と
し
。
聖
人
の
善
道
を
以
て
教
う
。
数
子
の
庶
幾
き
も
、
猶

ち

か

お
道
を
知
る
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
各
お
の
内
に
此
の
害
有
り
。
其
の
庶
幾
き
に
於

ち

か

い
て
、
毎
に
能
く
虚
中
た
る
者
は
、
唯
だ
〔
顔
〕
回
の
み
。
道
の
深
遠
を
懐
く

つ

ね

い

だ

も
、
虚
心
な
ら
ず
、
道
を
知
る
能
わ
ず
。

」
と

（

〕
内
は
、
南
に
よ

…
…

。
〔

る
補
足
。
以
下
、
同
じ

）。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
空
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
注
の
前
半
で
は
「
空
匱
（
か

ら
の
飯
び
つ

」
と
解
す
る
。
食
う
に
事
欠
く
有
り
様
で
も
、
聖
人
の
道
を
学
ぶ
の
を
楽

）

し
ん
で
い
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
顔
回
の
人
物
像
と
し
て

『
論
語
』
に
は
孔
子
の

、

著
名
な
言
葉
が
あ
る

賢
な
る
か
な

回
や

一
と
き
は
簞
食
し

一
と
き
は

瓢

飲

。「

、

。

、

あ

る

た

ん

し

ひ

ょ

う

い

ん

し
、
陋

巷
に
在
り
。
人

其
の
憂
い
に
堪
え
ず
。
回
や
、
其
の
楽
し
み
を
改
め
ず
。

ろ

う

こ

う

賢
な
る
か
な
、
回
や

（
雍
也

「
顔
回
な
る
者
有
り
。
学
を
好
む
。
不
幸
短
命
に
し
て

」

）
。

死
す

（
先
進

。
何
晏
の
注
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
と
対
応
す
る
よ
う
、
配
慮
さ
れ
て
い

」

）

る
と
思
わ
れ
る
。

注
の
後
半

「
一
曰
」
以
下
は
、
玄
学
の
要
素
が
強
い
。
魏
の
時
代
、
儒
家
と
道
家
と

、

の
思
想
を
兼
学
す
る
玄
学
が
既
に
流
行
し
て
い
た

も
「
老
荘
の
言

。『
三
国
志
』
何
晏
伝

を
好
む
」
と
記
す

「
空
」
を
「
虚
中
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
考
え

「
道

。

、

深
遠

「
虚
心

「
不
能
知
道
」
と
畳
み
か
け
る
言
葉
の
中
に
、
玄
学
的
な
解
釈
が
読
み

」

」

取
れ
る
。

さ
て
、
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
で
あ
る
が
、
右
の
部
分
の
注
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

於
後
解
此
義
者
。
凡
有
二
通
。
一
曰

又
一
通
云
。
空
猶
虚
也
。
言
聖
人
体

…
…

寂
、
而
心
恒
虚
無
累
。
故
幾
動
即
見
。
而
賢
人
不
能
体
無
。
故
不
見
幾
。
但
庶

幾
慕
聖
。
而
心
或
時
而
虚
。
故
曰
屢
空
。
其
虚
非
一
。
故
屢
名
生
焉
。
故
顔
特

進
云
。
空
非
回
所
体
。
故
庶
而
数
得
。
故
顧
歓
云
。
夫
無
欲
於
無
欲
者
。
聖
人

之
常
也
。
有
欲
於
無
欲
者
。
聖
人
之
分
也
。
二
欲
同
無
。
故
全
空
以
目
聖
。
一

有
一
無
。
故
毎
虚
以
稱
賢
。
賢
人
自
有
観
之
。
則
無
欲
於
有
欲
。
自
無
観
之
。

則
有
欲
於
無
欲
。
虚
而
未
尽
。
非
屢
。
如
何
大
史
叔
明
申
之
云
。
顔
子
上
賢
。

。

。

。

。

。

。

体
具
而
微

則
精
也

故
無
進
退
之
事

就
義
上

以
立
屢
名

按
其
遺
仁
義

忘
礼
楽
。
堕
支
体
。
黜
聡
明
。
坐
忘
大
通
。
此
忘
有
之
義
也
。
忘
有
頓
尽
。
非

空
。
如
何
。
若
以
聖
人
験
之
。
聖
人
忘
忘
。
大
賢
不
能
忘
忘
。
不
能
忘
忘
。
心

（
注
６
）

復
為
未
尽
。
一
未
一
空
。
故
屢
名
生
也
焉
。

…
…

後
に
於
い
て
此
の
義
を
解
す
る
も
の
、
凡
そ
二
通
有
り
。
一
に
云
え
ら
く

又
た
一
通
に
云
え
ら
く
「

空
」
は
猶
お
虚
の
ご
と
し
」
と
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

「

聖
人
は
寂
を
体
す
れ
ば
、

而

ち
心

恒
に
虚
し
く

累

い
無
し
。
故
に
幾
ん

す

な

わ

わ

ず

ら

ほ

と

ど
動
け
ば
即
ち
見
る
。
而
れ
ど
も
賢
人
は
無
を
体
す
る
能
わ
ず
。
故
に

幾

を

し

か

き

ざ

し
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見
ず
。
但
だ
庶
幾
〔
即
ち
賢
人
〕
は
聖
を
慕
え
ど
も
、
心

或
る
時
に
し
て
虚

し

ょ

き

し
き
の
み
。
故
に
「
屢
空
」
と
曰
う
。
其
の
虚
し
き
こ
と
一
た
び
に
非
ず
。
故

に
「
屢
」
の
名

生
ず
。
故
に
、
顔
特
進

云
え
ら
く
「

空
」
は
〔
顔
〕
回
の

「

し

ば

し

ば

体
す
る
所
に
非
ず
。
故
に
庶
く
し
て
数
し
ば
得
」
と
。
故
に
、
顧
歓

云
え
ら

ち

か

「

、

。

、

く

夫
れ
無
欲
を
欲
す
る
無
き
は

聖
人
の
常
な
り

無
欲
を
欲
す
る
有
る
は

。

「

」

。

。

聖
人
の
分
な
り

二
欲
同
に
無
き
が
故
に

全
空

た
り

以
て
聖
と
目
づ
く

と

も

な

一
つ
は
有
り
一
つ
は
無
き
が
故
に
「
毎
虚
」
た
り
。
以
て
賢
と
称
す
。
賢
人

自
ら
之
を
観
る
こ
と
有
れ
ば
、
則
ち
有
欲
を
欲
す
る
無
し
。
自
ら
之
を
観
る
こ

と
無
け
れ
ば
、
則
ち
無
欲
を
欲
す
る
有
り

「
虚
」
な
れ
ど
も
未
だ
尽
く
さ
ざ
る

。

は

「
屢
」
に
非
ず
。
如
何
」
と
。
大
史
叔
明

之
を
申
ば
し
て
云
え
ら
く
「
顔

、

の

子
は
上
賢
た
り
。
体
す
る
こ
と
具
に
し
て
微
た
れ
ば
、
則
ち
精
な
り
。
故
に
進

退
の
事
無
し
。
義
の
上
に
就
き
て
、
以
て
「
屢
」
の
名
を
立
つ
。
按
ず
る
に
、

其
の
仁
義
を
遺
れ
、
礼
楽
を
忘
れ
、
支
体
を
堕
ち
、
聡
明
を

黜

け
、
坐
忘
大

わ

す

こ

ぼ

し

り

ぞ

通
す
。
此
れ
有
を
忘
る
る
の
義
な
り
。
有
を
忘
れ
頓
に
尽
く
す
も
、
空
に
非
ざ

る
は
、
如
何
。
若
し
聖
人
を
以
て
之
を
験
せ
ば
、
聖
人
は
忘
を
忘
る
る
も
、
大

も

賢
は
忘
を
忘
る
る
能
わ
ず
。
忘
を
忘
る
る
能
わ
ざ
れ
ば
、
心

復
た
未
だ
尽
く

さ
ず
と
為
す
。
一
と
き
は
未
、
一
と
き
は
空
。
故
に
「
屢
」
の
名

生
ず
」
と

あ

る

。

（
注
７
）

こ
の
部
分
に
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
り
、
右
に
引
用
し
た
「
又
一
通
」
以
下
が
二
つ
目

の
解
釈
で
あ
る
。
大
史
叔
明
が
言
う
「
坐
忘
大
通
」
と
は

『
荘
子
』
大
宗
師
の
言
葉
で

、

あ
る
。
孔
子
と
顔
回
と
が
問
答
し
た
末
に
、
実
は
顔
回
が
孔
子
を
超
え
て
い
た
こ
と
が

、

。

、『

』

、「

」

分
か
る
と
い
う

有
名
な
一
節
に
基
づ
く

こ
の
よ
う
に

論
語
義
疏

で
は

空

「
虚

「
寂
」
な
ど
、
老
荘
思
想
や
仏
教
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
を
用
い
て
『
論
語
』
を
解

」

釈
す
る
。
玄
学
や
格
義
仏
教
が
流
行
し
た
時
代
な
ら
で
は
の
注
釈
で
あ
る
。

空
海
が
こ
の
よ
う
な
注
釈
に
馴
染
ん
で
い
た
と
す
れ
ば

三
教
指
帰

に
見
え
る
儒
・

、『

』

道
・
仏
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
空
海

に
は
智
泉
（
七
八
九
～
八
二
五
）
と
い
う
弟
子
が
い
た
。
智
泉
は
空
海
の
甥
で
あ
り
、

ち

せ

ん

十
大
弟
子
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
。
将
来
を
期
待
さ
れ
て
い
た
が
、
空
海
よ
り
も
先
に

逝
去
し
た
。
智
泉
と
の
師
弟
関
係
は
、
そ
の
才
覚
と
境
遇
と
に
照
ら
し
て
、
空
海
を
孔

子
に
、
智
泉
を
顔
回
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
解
釈
さ
れ
る
。
こ
こ
に
も

『
論
語
義
疏
』

、

に
基
づ
く
理
解
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
他
、
空
海
に
よ
る
『
論
語
』
を
利
用

し
た
表
現
に
つ
い
て
は
、
必
ず
『
論
語
義
疏
』
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。

二

「
弄
玉
難
信
、
案
剣
夜
光
」
の
新
解
釈

本
章
で
言
及
す
る
「
弄
玉
難
信

「
案
剣
夜
光
」
は
、
空
海
『
梵
字
悉

曇
字
母

」

ぼ

ん

じ

し

っ

た

ん

じ

も

并

釈

義
』
に
見
え
る
。
具
体
的
に
は
、
左
の
よ
う
な
文
脈
で
あ
る
。

な

ら

び

に

し

ゃ

く

ぎ

。

。

。

昔
後
漢
明
帝
夢
見
金
人
之
後

摩
騰
竺
蘭
等
以
此
梵
文
来
伝
振
旦

字
非
篆
隷

語
隔
梵
漢
。
弄
玉
難
信
。
案
剣
夜
光
。
為
誘
童
蒙
。
随
方
翻
説
。
従
爾
已
還
。

相
承
翻
伝
。
然
梵
字
梵
語
。
於
一
字
声
含
無
量
義
。
改
曰
唐
言
。
但
得
片
玉
。

（
注
８
）

三
隅
則
闕
。

昔

後
漢
の
明
帝

夢
に
金
人
を
見
る
の
後
、
摩
騰
・
竺
蘭
等

此
の
梵
文
を

以
て
振
旦
〔
即
ち
中
国
〕
に
来
伝
す
。
字
は
篆
隷
に
非
ず
、
語
は
梵
漢
を
隔
つ

れ
ば
、
弄
玉
難
信
、
案
剣
夜
光
。
童
蒙
を
誘
わ
ん
が
為
に
、
方
に
随
い
て
翻
説

し
、
爾
れ
従
り

已
還

、
相
い
承
け
翻
伝
す
。
然
れ
ど
も
梵
字
・
梵
語
は
、
一
字

こ

よ

こ

の

か

た

声
に
於
い
て
無
量
の
義
を
含
め
ば
、
改
め
て
唐
言
に
曰
わ
ば
、
但
だ
片
玉
の
み

を
得
、
三
隅
は
則
ち
闕
く
。

か
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空
海
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
複
数
の
書
籍
が
出
版
さ
れ
、
口
語
訳
も
施
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
お
い
て

「
弄
玉
難
信
、
案
剣

、

夜
光
」
を
正
し
く
読
め
て
い
る
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。
左
に
示
す
の
は
、
そ
れ
ら
誤
読

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

①
玉
を
弄
ぶ
に
信
じ
難
く
、
剣
を
案
ず
る
に
夜
光
あ
り

（

定
本
弘
法
大
師
全

。
『

集

（
注

に
同
じ

。
原
文
は
訓
点
を
付
し
た
漢
文
。
南
が
書
き
下
し
句
読
点

』

）

８

を
変
更
し
た

）。

②
弄
玉
信
じ
難
く
、
案
剣
夜
光
た
り

（

弘
法
大
師
全
集
（
増
補
三
版

』
第
二

。
『

）

輯
、
七
二
三
頁
。
原
文
は
訓
点
を
付
し
た
漢
文
。
南
が
書
き
下
し
句
読
点
を
変

更
し
た

）。

①
②
の
よ
う
な
書
き
下
し
文
だ
け
で
は
、
正
誤
に
つ
い
て
判
断
し
難
い
。
ま
た
、
訓

点
を
付
し
た
者
が
正
確
に
読
め
て
い
た
と
し
て
も
、
現
代
で
は
多
く
の
読
者
が
誤
読
す

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
内
容
を
理
解
で
き
な
い
可
能
性
も
非
常
に
高
い
。
漢
文
読
解
の
技

量
に
よ
っ
て
、
解
釈
が
左
右
さ
れ
て
し
ま
い
、
訓
読
の
提
示
だ
け
で
は
、
現
代
人
に
と

っ
て
十
分
な
読
解
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
ど
う
し
て
も
口
語
訳
や
語
注
が
必
要
と

な
る
。

③
手
の
中
で
玉
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う
に
し
て
も
理
解
し
難
く
、
夜
、
剣
を
抜
こ

う
と
し
て
み
て
も
、
相
手
が
不
明
で
は
決
着
を
着
け
よ
う
に
も
着
け
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
が
あ
る
が

（

弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
四
巻
、
四
一
五
頁
、

…
…

『

布
施
浄
慧
訳
注
）

訳
注
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
口
語
訳
の
み
で
理
解
で
き
る
と
判
断
し
た
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、
一
見
し
て
、
特
に
「
案
剣
夜
光
」
の
訳
が
文
脈
に
合
わ
な
い
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る

「
光
」
は
訳
さ
れ
て
お
ら
ず

「
難
信
」
を
「
理
解
し
難
く
」
と
訳
す
こ

。

、

と
に
も
違
和
感
が
あ
る
。

④
弄
玉
信
じ
難
く
、
剣
を
案
じ
て
夜
光
と
す
。

（
こ
れ
を
漢
訳
す
る
と
）
偽
の
宝
石
の
よ
う
で
信
じ
難
く

（
暗
闇
で
）
剣
を
お

、

さ
え
、
そ
の
輝
き
を
夜
の
明
か
り
と
す
る
よ
う
で
こ
こ
ろ
も
と
な
い

（

傍
訳

。
『

弘
法
大
師
空
海

事
相
篇
』
第
四
巻
、
二
八
一
頁
、
小
峰
智
行
執
筆
）

語
註
は
な
い
た
め
、
口
語
訳
を
も
っ
て
理
解
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
③
と
は
異
な
る
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
当
該
部
分
は
読
解
者
に
よ
っ
て

内
容
が
左
右
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
訳
に
も
難
点
が
あ

る
。
一
つ
は

「
弄
玉
」
を
「
偽
の
宝
石
」
と
訳
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う

、

一
つ
は

「
剣
を
お
さ
え
」
て
抜
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
そ
の
輝
き
を
夜
の

、

、

明
か
り
と
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に

「
弄
玉
難
信
、
案
剣
夜
光
」
に
つ
い
て
は
、
訓
読
だ
け
で
は
限
界
が

、

あ
り
、
現
状
の
口
語
訳
に
も
疑
問
が
残
る
。

「
案
剣
夜
光
」
に
つ
い
て
は

『
大
正
蔵
』
の
中
に
類
似
の
用
例
が
あ
る
。

、
。（

）

今
未
有
夜
光
之
投
而
按
剣

「

」

文
宣
王
書
与
中
丞
孔
稚
珪
釈
疑
惑
并
牋
答
（

）

注
９

今

未
だ
夜
光
の
投
〔
ぜ
ら
る
る
こ
と
〕
有
ら
ず
し
て
剣
を
按
ず
。

明
月
夜
光
多
逢
按
剣

（

）

。

侍
者
無
隠
編
「
慶
元
府
顕
孝
禅
寺
開
山
語
録
」（
注

）
10
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明
月
・
夜
光
は
多
く
按
剣
に
逢
う
。

一
つ
目
は
梁
代
に
成
立
し
た
僧
祐
撰
『
弘

明

集

』
所
収
の
文
章
で
あ
り
、
空
海

ぐ

み

ょ

う

し

ゅ

う

が
読
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
。
二
つ
目
は
南
宋
時
期
の
妙
源
編
『
虚
堂
和

尚

語
録
』

き

ど

う

お

し

ょ

う

ご

ろ

く

所
収
の
文
章
な
の
で
、
空
海
は
目
に
し
て
い
な
い
。
梁
（
僧
祐

・
中
唐
（
空
海

・
南

）

）

宋
（
妙
源
）
と
、
数
百
年
を
置
い
て
類
似
の
表
現
が
単
発
的
に
出
現
す
る
と
は
考
え
難

い

さ
ら
に

他
に
も
い
く
つ
か
似
た
語
句
が

大
正
蔵

に
見
え
る

夜
光

と

按

。

、

『

』

。「

」

「

剣
」
と
を
組
み
合
わ
せ
た
言
い
回
し
が
、
あ
る
程
度
は
定
着
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い

は
殊
更
に
著
名
な
出
典
が
あ
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
広
く
普
及
し
て
い
た
か

ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
仏
教
関
係
者
の
中
に
は
、
好
ん
で
利
用
す
る

者
が
い
た
の
で
あ
る
。
空
海
を
含
め
て
、
三
つ
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は

「
夜

、

光
」
と
は
投
ず
る
こ
と
が
で
き

「
明
月
」
と
並
称
さ
れ

「
按
剣
」
の
対
象
と
な
る
も

、

、

の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
海
は
「
案
剣
」
と
記
す
が

「
按
剣
」
と
同
義
で
あ
り
、

、

剣
の
柄
に
手
を
掛
け
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て

「
夜
光

「
按
剣
」
の
出
典
は
『
史
記
』
な
ど
に
あ
る
。

、

」

明
月
之
珠
。

夜
光
之
璧
。
以
闇
投
人
於
道
路
。
人
無
不
按
剣
相
眄
者
。
何
則
無

（
注

）

因
而
至
前
也
。

11

明
月
の
珠
、
夜
光
の
璧
も
、
闇
を
以
て
人
に
〔
向
け
て
〕
道
路
に
投
ぜ
ば
、
人

剣
を
按
じ
て
相
い
眄
ざ
る
者
無
し
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
因
無
く
し
て
前
に
至
れ

み

ば
な
り
。

「
明
月

「
夜
光
」
は
有
名
な
宝
玉
で
、
誰
も
が
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

」

か
わ
ら
ず
、
暗
闇
の
中
で
道
に
投
げ
出
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
剣
の
柄
に
手
を
掛
け
な
い

人
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
由
も
な
く
目
の
前
に
現
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
を
宝

玉
に
譬
え
、
そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
を
、
典
故
を
用
い
て
比
喩
的
に
表

現
し
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
「
弄
玉
難
信
」
に
つ
い
て
は
、
仏
教
関
係
の
み
な
ら
ず
、
中
国
の
古
典

か
ら
も
、
管
見
の
限
り
類
似
の
語
句
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し

「
案
剣
夜
光
」
と
並

、

列
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
左
の
文
が
参
考
と
な
る
。

卞
和
三
献
。
未
免
遭
刑
。
夜
光
投
人
。
鮮
不
按
剣

（

万

松

老

人

評

唱

。
『

ば

ん

し

ょ

う

ろ

う

じ

ん

ひ

ょ

う

し

ょ

う

天

童

覚
和

尚

頌
古

従

容

庵

録

）

』（
注

）

て

ん

ど

う

か

く

お

し

ょ

う

じ

ゅ

こ

し

ょ

う

よ

う

あ

ん

ろ

く

12

、

。

、

卞

和
は
三
た
び
献
ず
る
も

未
だ
刑
に
遭
う
を
免
れ
ず

夜
光
は
人
に
投
ぜ
ば

べ

ん

か

剣
を
按
ぜ
ざ
る
こ
と

鮮

し
。

す

く

な

こ
の
文
は
、
金
お
よ
び
元
の
禅
僧
で
あ
る
万

松

行

秀

（
一
一
六
六
～
一
二
四

ば

ん

し

ょ

う

ぎ

ょ

う

し

ゅ

う

六
）
の
も
の
で
あ
り
、
空
海
が
読
ん
で
は
い
な
い
。
し
か
し
「
卞
和
」
に
つ
い
て
の
話

題
で
あ
れ
ば
、
左
記
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
空
海
も
読
ん
だ
可
能
性
が

あ
る
。

（

）

見
和
璧
而
名
之
石

非
璧
之
賤
也

視
者
之
不
明
矣

牟
子

理
惑
論

、

。

。（

「

」
注

む

し

13

『
弘
明
集
』
所
収
）

和
璧
を
見
て
之
を
石
と
名
づ
く
る
は
、
璧
の
賤
な
る
に
非
ず
。
視
る
者
の
不
明

な
り
。

「
卞
和

「
和
璧
」
の
話
は

『
韓
非
子
』
和
氏
に
詳
し
い
。
卞
和
は
周
代
の
楚
人
。

」

、

、

、

宝
玉
の
原
石
を
発
見
し
て
楚
の
厲

王
に
献
上
し
た
が

価
値
の
な
い
石
と
鑑
定
さ
れ

れ

い

お

う

左
足
を
切
ら
れ
る
。
代
替
わ
り
し
た
武
王
に
献
上
す
る
も
、
前
回
と
同
様
に
右
足
を
切

ら
れ
る
。
最
後
に
文
王
に
献
じ
た
時
、
始
め
て
宝
玉
と
認
め
ら
れ
た

「
弄
玉
難
信
」
と

。
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は
、
こ
の
故
事
に
ち
な
む
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
に
示
し
た
と
お
り

「
弄
玉
難
信
」
は
『
韓
非
子
』
に

「
案
剣
夜
光
」
は
『
史

、

、

記
』
に
典
故
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
霊
瑞
『
梵
字
悉
曇
字
母

并
釈
義
発

軫

も
指
摘
し
て
い
た
が
、
従
来
、
そ
れ
が
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ

』（
注

）

ほ

っ

し

ん

14

た
の
で
あ
る
。「

魚
珠

「
礦
石
」
の
新
解
釈

三

」

空
海
『
秘
蔵
宝
鑰

（
以
下

『
宝
鑰
』
と
略
す
）
第
二
愚
童
持
斎
心
（
以
下
、
第
二

』

、

住
心
と
略
す
）
に
、
左
記
の
文
章
が
あ
る
。

至
如
戴
淵
改
心
。
周
処
忠
孝
。
礦
石
忽
珍
。
魚
珠
照
夜
。
物
無
定
性
。
人
何
常

悪
。
遇
縁
則
庸
愚
庶
幾
大
道
。
順
教
則
凡
夫
思
斉
賢
聖
。
羝
羊
無
自
性
。
愚
童

（
注

）

亦
必
不
愚
。
是
故
。
本
覚
内
薫
。
仏
光
外
射
。

15

戴
淵
の
心
を
改
め
、
周
処
の
忠
孝
た
る
が
如
き
に
至
り
て
は
、
礦

石

忽
ち

こ

う

じ

ゃ

く

珍

に
、
魚
珠

夜
を
照
ら
す
。
物
に

定

性

無
く
、
人

何
ぞ
常
に
悪
た
ら

た

か

ら

じ

ょ

う

し

ょ

う

ん
。
縁
に
遇
え
ば
則
ち
庸
愚
も
大
道
を

庶
幾

う
。

教

に
順
え
ば
則
ち
凡
夫
も

こ

い

ね

が

お

し

え

。

、

。

賢
聖
に
斉

し
か
ら
ん
と
思
う

羝
羊
は
無
自
性

愚
童
も
亦
た
必
ず
愚
た
ら
ず

ひ

と

是
の
故
に
、
本

覚

内
に
薫
じ
、
仏
光

外
に
射
す
。

ほ

ん

が

く

ほ

か

戴
淵
・
周
処
の
二
人
は
、
極
悪
人
が
改
心
し
出
世
し
た
こ
と
で
、
著
名
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
二
人
の
事
跡
に
つ
い
て
は

『
宝
鑰
』
に
関
す
る
各
種
現
代
語
訳
等
で
は
、
各
々

、

の
伝
記
を
出
典
と
し
て
『
晋
書
』
を
挙
げ
る
。
そ
れ
自
体
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
空
海

が
意
識
し
て
い
た
も
の
は
、
恐
ら
く
劉
義
慶
『
世
説
新
語
』
自
新
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
自
新
篇
は
、
悪
人
が
改
心
し
た
例
と
し
て
、
戴
淵
と
周
処
と
の
二
人
で
一
篇
を
構

成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
の
は

「
礦
石

忽
ち
珍
に
、
魚
珠

夜
を
照
ら
す
（
礦

、

石
忽
珍
、
魚
珠
照
夜

」
の
句
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
近
代
的
な
訳
注
と
し

）

て
、
こ
の
句
を
正
し
く
解
釈
し
て
い
る
出
版
物
は
な
い
。
こ
こ
で
近
代
的
な
訳
注
と
い

う
の
は
、
江
戸
以
前
の
考
証
学
的
な
注
釈
を
除
き
、
明
治
以
後
の
近
代
的
な
文
献
学
の

成
果
と
し
て
の
著
作
物
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

ま
ず

「
礦
石

「
魚
珠
」
と
は
何
か
。
近
代
的
な
訳
注
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
見
解
を
示

、

」

し
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

礦
石
が
み
が
か
れ
て
珍
宝
と
な
り
、
鯨
の
目
が
後
に
は
暗
夜
に
光
を
放
つ
明
月

（
注

）

珠
と
な
る
。

16

言
い
換
え
れ
ば
〈
原
石
は
他
者
に
磨
か
れ
て
宝
玉
に
変
化
し
、
魚
珠
（
鯨
の
目
）
は

自
然
に
明
月
珠
と
い
う
宝
玉
と
な
る
〉
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
両
者
に
は
、
外
か
ら
の

力
に
拠
る
か
、
自
ら
の
力
に
拠
る
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
も
の
の

〈
何
ら
か
の
工
程
を

、

経
る
か
、
幾
何
か
の
時
間
を
経
る
か
し
た
後
、
宝
玉
に
変
化
す
る
〉
と
い
う
点
で
共
通

し
て
い
る
。
戴
淵
も
周
処
も
と
も
に
、
陸
機
・
陸
雲
と
い
う
人
格
者
の
兄
弟
に
接
し
て

改
心
し
た
。
そ
の
比
喩
、
あ
る
い
は
象
徴
と
し
て

「
礦
石

「
魚
珠
」
を
解
釈
し
た
も

、

」

の
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
次
に

「
礦
石
忽
珍

「
魚
珠
照
夜
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
る
。

、

」

「
礦
石
忽
珍
」
に
つ
い
て
、
古
来
の
伝
統
的
な
注
釈
が
依
拠
す
る
も
の
は
『
大
毘
盧

だ

い

び

る

遮
那

成

仏

経

疏

（
以
下

『
大
日
経
疏
』
と
略
す
）
巻
第
二
の
記
述
で
あ
る
。

』

、

し

ゃ

な

じ

ょ

う

ぶ

つ

き

ょ

う

し

ょ

作
宝
珠
譬
喩
。
猶
如
有
如
意
宝
在
石
礦
之
中
。
以
世
人
不
識
故
。
棄
在
衢
路
之

間
。
与
瓦
礫
無
異
。
然
別
宝
者
。
見
有
微
相
纔
。
影
彰
於
外
。
即
便
識
之
。
先
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。

。

。

。

。

用
利
鉄
鐫
去
鈍
石

既
近
宝
王

其
石
漸
軟

復
以
諸
薬
食
之

使
礦
穢
消
化

而
復
不
傷
其
質
。
爾
時
麁
垢
已
除
。
尚
有
細
垢
。
既
洗
以
灰
水
。
磨
以
浄
畳
。

（

）

種
種
方
便
而
瑩
発
之

既
得
光
顕

置
之
高
幡

能
随
一
切
所
求
普
雨
衆
物

。

。

。

。
注
17

宝
珠
の
譬
喩
を
作
さ
ん
。
猶
お
如
意
宝
の

石

礦
の
中
に
在
る
こ
と
有
る
が
如

な

し

や

っ

こ

う

し
。
世
人

識
ら
ざ
る
を
以
て
が
故
に
、
棄
て
ら
れ
て
衢
路
の
間
に
在
り
、
瓦

し

く

ろ

。

、

、

礫
と
異
な
る
こ
と
無
し

然
れ
ど
も
宝
を
別
く
る
者
は

微
相

纔
か
に
有
り

わ

み

そ

う

わ

ず

影
外
に

彰

る
る
を
見
れ
ば

即
便
ち
之
を
識
る

先
ず
利
鉄
を
用
い
て
鈍

石

、

。

よ

う

げ

あ

ら

わ

す

な

わ

ど

ん

じ

ゃ

く

を
鐫

ち
去
る
。
既
に
宝
王
に
近
づ
け
ば
、
其
の
石

漸
く
軟
か
な
り
。
復
た
諸

う

が

。

、

。

薬
を
以
て
之
を
食
す

礦

穢
を
し
て
消
化
せ
使
め
て

復
た
其
の
質
を
傷
め
ず

こ

う

わ

い

し

、

、

。

、

爾
の
時

麁
垢
已
に
除
か
れ

尚
お
細
垢
有
り

既
に
洗
う
に
灰
水
を
以
て
し

そ

そ

く

磨
く
に
浄
畳
を
以
て
す
。
種
種
方
便
し
て
之
を
瑩

発
せ
し
む
。
既
に
光
の
顕
る

よ

う

ほ

つ

る
を
得
て
、
之
を
高

幡
に
置
か
ば
、
能
く
一
切
の
求
む
る
所
に
随
い
て

普

く

こ

う

ば

ん

あ

ま

ね

衆
物
を
雨
ふ
ら
す
。

「
石
礦
」
の
語
を
使
い

〈
原
石
を
磨
い
て
宝
珠
に
す
る
〉
と
い
う
点
に
お
い
て
、
後

、

の
注
釈
が
参
考
に
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

魚
珠

に
つ
い
て
は

仏
教
関
係
の
も
の
に
根
拠
は
な
い
よ
う
で
あ
る

頼
瑜

秘

「

」

、

。

『

ら

い

ゆ

蔵
宝
鑰
勘
註

が
挙
げ
る
の
が

漢
武
内
伝

・

事
類
賦

・
裴
氏

広
州
記

・

』

『

』
『

』

『

』

（

）

注

は

い

18

『
魏
略

・

墨
子
』
の
五
つ
、
宥

快
『
秘
蔵
宝
鑰
鈔

が
挙
げ
る
の
が
『
事
類

』
『

』（
注

）

ゆ

う

か

い

19

賦

・

漢
武
内
典

・

山

海

経

』
の
三
つ
で
あ
る
。
頼
瑜
（
一
二
二
六
～
一
三
〇

』
『

』
『

マ

マ

せ

ん

が

い

き

ょ

う

四

・
宥
快
（
一
三
四
五
～
一
四
一
六
）
と
も
に
真
言
宗
の
学
匠
で
あ
る
が
、
頼
瑜
は
新

）、

、

。

、

義

宥
快
は
古
義
と
派
を
別
に
し

基
づ
く
教
理
が
異
な
っ
て
い
る

二
人
の
学
匠
が

こ
れ
だ
け
多
く
の
も
の
を
挙
げ
る
と
い
う
の
は
、
逆
に
言
え
ば
、
特
定
で
き
る
典
拠
を

。

、

『

』

見
出
だ
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う

実
際
に
は

類
書
で
あ
る

事
類
賦

に
依
拠
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
成
立
年
代
か
ら
言
っ
て
、
空
海
が
『
事
類

賦
』
を
参
照
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
以
下
の
論
証
に
有
効
な
も

の
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

ま
ず

頼
瑜

秘
蔵
宝
鑰
勘
註

の
引
用
文
に
基
づ
い
て
検
証
し
て
み
る

裴
氏

広

、

『

』

。

『

州
記
』
は

『
事
類
賦

「
鯨
目
」
の
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る
佚
書
で
あ
る
。

、

』

（
注

）

裴
氏
広
州
記
曰
。
鯨
鯢
目
即
明
月
珠
。
故
死
不
見
有
目
精
。

20

裴
氏
『
広
州
記
』
に
曰
く
「
鯨
鯢
の
目
は
即
ち
明
月
珠
な
り
。
故
よ
り
死
す
れ

も

と

ば
目
精
有
る
を
見
ず
」
と
。

ほ
ぼ
同
じ
文
が

『
春
秋
左
氏
伝
』
宣
公
十
二
年
の
孔
穎

達
（
五
七
四
～
六
四
八
）

、

く

よ

う

だ

つ

、

『

』

。

の
疏

に

ま
た

藝
文
類
聚

巻
八
十
四
・
宝
玉
部
下
・
珠

に
見
え
る

（

）

（

）

注

注

21

22

と
も
に
唐
代
の
文
章
で
あ
り

〈
鯨
の
死
後
、
そ
の
目
が
明
月
珠
に
な
る
〉
と
い
う
話
が

、

広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
空
海
の
言
う
「
魚
珠
」
で
あ
る

『
広
州
記
』

。

は
、
正
史
の
注
釈
に
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
地
理
書
と
し
て
普
及
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る

「
明
月
珠
」
は
広
州
の
特
産
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た

『
藝
文
類

。

、

聚
』
珠
に
は
、
漢
の
武
帝
が
明
月
珠
を
買
い
求
め
た
話
、
始
皇
帝
が
陵
墓
の
地
下
宮
殿

。

、

に
日
月
と
し
て
持
ち
込
ん
だ
話
も
あ
る

明
月
珠
は
複
数
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

普
通
名
詞
で
あ
ろ
う
。

『
魏
略
』
も
佚
書
で
あ
る
が

『
旧
唐
書
』
経
籍
志
で
は
正
史
に
列
せ
ら
れ
、
唐
人
の

、

注
釈
に
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

（
注

）

魏
略
曰
。
大
秦
国
出
夜
光
珠
。

23

『
魏
略
』
に
曰
く
「
大
秦
国
は
夜
光
珠
を
出
だ
す
」
と
。

『
魏
略
』
は
「
魚
珠
」
や
「
明
月
珠
」
に
言
及
し
な
い
が
、
そ
れ
は
『
事
類
賦
』
の
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項
目
「
照
夜
光
明
」
の
注
だ
か
ら
で
あ
る

「
魚
珠

「
照
夜
」
は
、
空
海
『
宝
鑰
』
に

。

」

お
い
て
は
主
述
句
で
あ
る
が

『
事
類
賦
』
に
お
い
て
は

「
魚
珠
」
と
「
照
夜
」
と
は

、

、

主
語
・
述
語
の
関
係
に
は
な
く
、
離
れ
た
項
目
で
あ
る

『
四
庫
全
書
』
所
収
の
『
事
類

。

賦
』
巻
九
で
は
「
爾
其
翫
茲
鯨
目

（
二
十
一
葉
表

「
照
夜
光
明

（
二
十
三
葉
表
～

」

）
、

」

裏

と
な
っ
て
お
り

二
十
八
句
を
隔
て
て
い
る

た
だ
し

藝
文
類
聚

珠
に
は

魏

）

、

。

、『

』

「

略
曰
、
大
秦
國
出
明
珠
・
夜
光
珠
・
真
白
珠
」
と

『
三
国
志
』
烏
丸
鮮
卑
東
夷
伝
の
裴

、

「

」

松
之
の
注
に
は

魏
略
西
戎
伝
曰

大
秦
多

明
月
珠
・
夜
光
珠
・
真
白
珠

…
…

…
…

…
…

と

『
後
漢
書
』
西
域
伝
に
は
「
大
秦
国

有
夜
光
璧
・
明
月
珠

」
と
記
し
て
あ

、

…
…

…
…

り

「
夜
光
」
珠
と
「
明
月
」
珠
（
即
ち
「
魚
珠

）
と
が
並
称
さ
れ
て
い
る
。

、

」

（
注

）

墨
子
曰
。
和
氏
璧
。
夜
光
之
珠
。
諸
侯
所
宝
。

24

『

』

「

、

」

。

墨
子

曰
く

和
氏
の
璧
・
夜
光
の
珠
は

諸
侯
の
宝
と
す
る
所
な
り

と

こ
れ
も
ま
た

『
事
類
賦

「
照
夜
光
明
」
の
注
か
ら
の
引
用
で
あ
る

「
魚
珠
」
の
解

、

』

。

、

、

。

釈
に
不
要
と
考
え
た
た
め
か

近
代
以
降
の
注
釈
書
は

こ
の
指
摘
に
全
く
触
れ
な
い

し
か
し
、
こ
の
引
用
も
、
実
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

宥
快
『
秘
蔵
宝
鑰
鈔
』
に
は
、
左
の
よ
う
な
指
摘
も
あ
る
。

礦
石
成
珍
宝
事
、
韓
子
所
出
千

和
玉
、
并
日
疏
所
釈
三
劫
宝
珠
譬
喩
等
、
此
意

マ

マ

（
注

）

也
。

25

〈
礦
石

珍
宝
を
成
す
〉
の
事

『
韓
子
』
所
出
の
和
玉
、
并
び
に
『
日

疏
』

、

か

に

っ

し

ょ

（
注

）

釈
す
る
所
の
三

劫
宝
珠
の
譬
喩
等
、
此
の
意
な
り
。

さ

ん

ご

う

26

『
韓
子
』
と
は
『
韓
非
子
』
の
こ
と
で
あ
り

『
日
疏
』
は
『
大
日
経
疏
』
で
あ
る
。

、

前
述
の
と
お
り
、
有
名
な
〈
和
氏
の
璧
〉
の
話
が

『
韓
非
子
』
和
氏
に
詳
述
さ
れ
て
い

、

る
。
し
か
し
、
近
代
以
降
の
訳
注
は

『
墨
子

『
韓
非
子
』
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
先

、

』

に
、
頼
瑜
が
引
く
『
墨
子
』
を
挙
げ
た
が
、
そ
れ
は
『
事
類
賦
』
の
注
で
あ
る
。
現
存

す
る
『
墨
子
』
の
一
般
的
な
テ
キ
ス
ト
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

和
氏
之
璧
・
隋
侯
之
珠
・
三
棘
六
異
、
此
諸
侯
之
所
謂
良
宝
也

（

墨
子
』
耕

。
『

柱
）

和
氏
の
璧
・
隋
侯
の
珠
・
三
棘
六
異
は
、
此
れ
諸
侯
の
所
謂
良
宝
な
り
。

こ
こ
に
言
う
「
和
氏
の
璧
」
と
「
隋
侯
の
珠
」
と
は
中
国
に
名
高
い
宝
玉
で
あ
り
、

並
称
さ
れ
る
こ
と
も
多
い

和
氏
の
璧

の
由
来
は

第
二
章
に
記
し
た
と
お
り

韓

。「

」

、

、『

非
子
』
に
見
え
る
、
卞
和
が
楚
王
に
宝
玉
を
三
度
献
上
し
た
話
で
あ
る
。

他
方

「
隋
侯
」
は
〈
随
侯
〉
と
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が

「
隋
侯
の
珠
」
に
つ
い

、

、

・

て
、
最
も
詳
細
に
記
し
て
い
る
『
捜
神
記
』
を
次
に
見
て
お
く
。

隋
県
溠
水
側
、
有
断
蛇
丘
。
隋
侯
出
行
、
見
大
蛇
被
傷
中
断
。
疑
其
霊
異
、
使

人
以
薬
封
之
、
蛇
乃
能
走
。
因
号
其
処
断
蛇
丘
。
歳
餘
、
蛇
銜
明
珠
以
報
之
。

珠
盈
逕
寸
、
純
白
而
夜
有
光
明
。
如
月
之
照
、
可
以
燭
室
。
故
謂
之
隋
侯
珠
、

（
注

）

亦
曰
霊
蛇
珠
、
又
曰
明
月
珠
。

27

隋
県
の
溠
水
の

側

ら
に
、
断
蛇
丘

有
り
。
隋
侯

出
で
行
く
に
、
大
蛇
の

か

た

わ

傷
を
被
り
て
中
断
す
る
を
見
る
。
其
の
霊
異
を
疑
い
、
人
を
し
て
薬
を
以
て
之

を
封
ぜ
使
む
れ
ば
、
蛇

乃
ち
能
く
走
る
。
因
り
て
其
の
処
を
〈
断
蛇
丘
〉
と

号
す

歳
餘
に
し
て

蛇

明
珠
を
銜
み
て
以
て
之
に
報
ゆ

珠
は
寸
に
盈
ち
逕

。

、

。

ふ

く

み

い

た

、

。

、

。

る

純
白
に
し
て
夜
に
光
明
有
り

月
の
照
る
が
如
く

以
て
室
を
燭

す
可
し

と

も

〈

〉

。

〈

〉

、

〈

〉

故
に
之
を

隋
侯
珠

と
謂
う

亦
た

霊
蛇
珠

と
曰
い

又
た

明
月
珠

と
曰
う
。
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こ
れ
に
よ
っ
て

「
隋
侯
の
珠
」
が
「
明
月
珠
」
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。
し

、

か
し
、
先
に
見
た
も
の
に
よ
れ
ば

「
明
月
珠
」
と
は
鯨
の
目
が
変
化
し
た
も
の
だ
っ
た

、

は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

『
捜
神
記
』
に
見
え
る
「
明
月
珠
（
随
侯
の
珠

」
は
唯
一
無
二
の
も
の
で
あ
り
、
固

）

有
名
詞
で
あ
る
。
一
方
、
鯨
の
目
が
変
化
し
た
「
明
月
珠
」
は
、
先
に
見
た
『
魏
略
』

等
に
あ
っ
た
と
お
り
、
複
数
の
存
在
が
許
さ
れ
る
普
通
名
詞
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り

「
明
月
珠
」
は
二
種
類
あ
る
の
で
あ
る
。

、『
文
選
』
に
は
「
明
月

「
隋
侯

「
随
侯
」
と
い
う
語
が
散
見
す
る
。
さ
て
、
こ
れ

」

」

ら
は
固
有
名
詞
な
の
か
、
普
通
名
詞
な
の
か

『
文
選

《
両
都
賦
》
の
李
善
注
を
参
照

。

』

し
て
み
る
。

許
慎
淮
南
子
注
曰
。
夜
光
之
珠
有
似
明
月
。
故
曰
明
月
也
。
高
誘
以
随
侯
為
明

月
。
許
慎
以
明
月
為
夜
光
。
班
固
上
云
随
侯
明
月
。
下
云
懸
黎
垂
棘
。
夜
光
在

。

。

。

。

焉

然
班
以
夜
光
非
随
珠
明
月
矣

以
二
者
合
為
一
宝

経
典
不
載
夜
光
本
末

（
注

）

故
説
者
参
差
矣
。

28

許
慎
の
『
淮
南
子
』
注
に
曰
く
「
夜
光
の
珠
は
明
月
に
似
た
る
こ
と
有
り
。
故

え

な

ん

じ

に
明
月
と
曰
う
な
り
」
と
。
高
誘
は
随
侯
を
以
て
明
月
と
為
し
、
許
慎
は
明
月

を
以
て
夜
光
と
為
す

〔

両
都
賦
》
の
作
者
で
あ
る
〕
班
固
も
上
に
は
「
随
侯

。
《

」

、

「

、

」

。

〔

〕

明
月

と
云
い

下
に
は

懸
黎
垂
棘

夜
光
在
焉

と
云
う

然
れ
ば
班

固

は
夜
光
は
随
珠
明
月
に
非
ざ
る
を
以
て
す
。
二
者
を
以
て
合
し
て
一
宝
と
為
す

こ
と
、
経
典
は
夜
光
の
本
末
を
載
せ
ず
。
故
に
説
く
者

参
差
た
り
。

し

ん

し

、「

」

、

「

」
、

「

」

、

こ
の
よ
う
に
記
し

随
侯
の
珠

が

時
に

明
月

時
に

夜
光

と
呼
ば
れ

名
称
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合

「
明

、

月

「
夜
光
」
は
固
有
名
詞
で
あ
る

『
文
選
』
の
中
だ
け
で
も
、
こ
の
よ
う
な
錯
誤
・

」

。

混
乱
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
注
も
あ
る
。

。

。

。

。

。

。

異
物
志
曰

鯨
魚
長
者

有
数
千
里

雄
曰
鯨

雌
曰
鯢

或
死
于
沙
上
得
之

（
注

）

皆
無
目
。
俗
言
其
目
化
為
明
月
珠
。

29

『
異
物
志
』
に
曰
く
「
鯨
魚
の
長
ず
る
者
、
数
千
里
有
り
。
雄
を
鯨
と
曰
い
、

雌
を
鯢
と
曰
う
。
或
い
は
沙
上
に
死
し
て
之
を
得
ば
、
皆

目
無
し
。
俗
に
其

の
目
は
化
し
て
明
月
珠
と
為
る
と
言
う
」
と
。

、

。

、「

」

、『

』

こ
れ
は

普
通
名
詞
の
明
月
珠
で
あ
る

そ
し
て

鯨
目

に
つ
い
て
は

文
選

で
は
な
い
が

次
の
よ
う
に
あ
る
。

、『
太
平
御
覧
』
巻
九
三
八
・
鱗
介
部
十
・
鯨
鯢
魚
に

任
昉
述
異
記
曰
。
南
海
有
珠
。
即
鯨
魚
目
瞳
。
夜
可
以
鑑
。
謂
之
夜
光
。

任
昉
『
述
異
記
』
に
曰
く
「
南
海
に
珠
有
り
、
即
ち
鯨
魚
の
目
瞳
な
り
。
夜
は

以
て
鑑
と
す
可
し
。
之
を
夜
光
と
謂
う
」
と
。

、

、

、

恐
ら
く

唐
代
以
前
の
古
典
を
網
羅
す
れ
ば

既
に
収
拾
が
つ
か
な
い
状
態
に
あ
り

そ
の
実
体
を
詮
索
す
る
こ
と
に
、
あ
ま
り
意
味
は
な
い

「
明
月
」
や
「
夜
光
」
が
ど
の

。

、

、

、

宝
玉
を
指
す
の
か

固
有
名
詞
か
普
通
名
詞
か
に
つ
い
て
は

注
釈
家
で
も
な
い
限
り

拘
泥
し
な
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
空
海
も
同
様
で
あ

ろ
う
。

さ
て

「
礦
石
忽
珍
、
魚
珠
照
夜
」
と
い
う
句
に
つ
い
て
、
空
海
の
真
意
は
ど
こ
に
あ

、

っ
た
の
か
。
こ
こ
で
最
も
重
要
な
語
は

「
忽
」
で
あ
ろ
う
。
戴
淵
・
周
処
の
悪
人
二
人

、

が
、
賢
人
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
〈
た
ち
ま
ち
〉
に
し
て
善
人
に
改
心
し
た
こ
と
の
比

喩
で
あ
る

〈
原
石
を
加
工
す
る
〉
と
い
う
『
大
日
経
疏
』
に
基
づ
く
理
解
は
確
か
に
分

。



（ 150 ）

、

、

。

、

か
り
や
す
く

工
房
を
知
る
者
で
あ
れ
ば

誰
で
も
頷
け
る
表
現
で
は
あ
る

し
か
し

加
工
に
よ
っ
て
宝
石
が
そ
の
姿
を
現
す
状
況
は

〈
漸

（
よ
う
や
く
・
次
第
に
）
で
あ

、

〉

っ
て

「
忽

（
た
ち
ま
ち
・
瞬
時
に
）
と
は
思
わ
れ
な
い

「
忽
」
字
は
「
魚
珠
照
夜
」

、

」

。

に
も
係
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
鯢
の
目
が
自
然
に
明
月
珠
へ
と
変
化
す
る
と
い

う
の
も
同
様
で
あ
る
。

で
は
、
何
が
〈
た
ち
ま
ち
〉
な
の
か
。
そ
れ
は

「
和
氏
の
璧
」
が
鑑
定
に
よ
り
、
一

、

瞬
に
し
て
「
石
」
か
ら
「
玉
璞
」
へ
と
変
貌
し
た
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
こ
そ
が
空
海
の

真
意
で
あ
る
。
次
の
「
魚
珠
照
夜
」
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。
そ
れ
に
は
、
前
章
で
見

た
「
案
剣
夜
光
」
の
典
故

を
読
め
ば
分
か
る
。

（
注

参
照
）

11

そ
こ
で
は
〈
隋
侯
の
珠
〉
に
よ
る
例
話
と
な
っ
て
い
る
が

「
明
月
珠
」
の
指
す
も
の

、
。

〈

〉

が
混
乱
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る

空
海
は

発
光
す
る
宝
玉

を
表
現
す
る
た
め
に
「
魚
珠
」
の
語
を
採
っ
た
に
過
ぎ
ず

「
明
月
」
で
あ
ろ
う
と
「
夜

、

光
」
で
あ
ろ
う
と
差
し
支
え
は
な
い
。
つ
ま
り
は
、
見
る
人
の
条
件
や
状
況
に
よ
り
、

宝
玉
が
一
瞬
怪
光
と
見
な
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
忽
」
と
い
う
語
感
は
、
大
乗
仏
教
や
空
海
の
密
教
思
想
と
深
く
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
空
海
の
左
の
言
葉
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。

（
注

）

生
死
即
涅
槃
。
更
無
階
級
。
煩
悩
即
菩
提
。
莫
労
断
証
。

30

生

死
即
涅
槃
な
れ
ば
、
更
に
階
級
無
く
、
煩

悩

即
菩
提
な
れ
ば
、
断
証
を

し

ょ

う

じ

そ

く

ね

は

ん

ぼ

ん

の

う

そ

く

ぼ

だ

い

労
す
る
こ
と
莫
し
。

故
法
華
儀
軌
経
云
。
一
切
衆
生
身
中
。
皆
有
仏
性
。
具
如
来
蔵
。
一
切
衆
生
。

（
注

）

無
非
無
上
菩
提
法
器
。

31

故
に
『
法
華
儀
軌

経

』
に
云
え
ら
く
「
一
切
衆
生
の
身
中
に
、
皆

仏
性
有

ほ

っ

け

ぎ

き

き

ょ

う

、

。

、

。

」

り

如
来
蔵
を
具
す

一
切
衆
生

無
上
菩
提
の
法
器
に
非
ざ
る
無
し

…
…

と
。

（

）

医
王
之
目

触
途
皆
薬

解
宝
之
人

礦
石
見
宝

知
与
不
知

何
誰
罪
過

、

。

、

。

。

。
注
32

医
王
の
目
に
は
、
途
に
触
る
る
も
の
皆
薬
な
り
。
解
宝
の
人
に
は
、
礦
石
も
宝

み

ち

げ

ほ

う

と
見
る
。
知
る
と
知
ら
ざ
る
と
な
り
。
何
ぞ
誰
に
か
罪
過
あ
ら
ん
。

、

〈

〉

、

大
乗
仏
教
に
は

人
は
本
来
的
に
仏
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う

如
来
蔵

思
想
や

本
来
的
に
悟
っ
て
い
る
と
い
う
〈
本

覚
〉
思
想
が
あ
る
。
ま
た
、
空
海
の
密
教
思
想

ほ

ん

が

く

で
は
、
万
物
が
既
に
仏
の
顕
現
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
礦
石
忽
珍
、
魚
珠
照
夜
」
二
句
の
特
徴
は

〈
宝
玉
の
加
工
・
変
化
を
必
要
と
し
な

、

い
〉
と
い
う
点
に
あ
る
。
宝
玉
と
認
識
で
き
る
か
否
か
は
、
見
る
側
の
能
力
や
状
況
に

左
右
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
宝
玉
に
は
何
の
変
化
も
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
「
忽
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
し
確
認
す
る
が

「
礦
石
」
や
「
魚
珠
」
は
決
し

、

て
宝
玉
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
元
よ
り
宝
玉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
凡
夫
が
そ
れ
を
見

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

過
ご
し
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
の
と
お
り
、
空
海
の
密
教
思
想
に
対
す
る
理
解
と
い
う
点
か
ら
、
現
行
の
注
釈

書
に
つ
い
て

「
礦
石

「
魚
珠
」
の
解
釈
に
は
修
正
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

、

」

四

「
太
平
之
化

「
無
事
之
風

」
の
深
意

」

『
宝
鑰
』
第
六
他
縁
大
乗
心
（
以
下
、
第
六
住
心
と
称
す
る
）
に
、
次
の
文
章
が
あ

る
。

勝
義
勝
義
。
致
太
平
之
化
。
廃
詮
談
旨
。
扇
無
事
之
風
。
垂
拱
一
真
之
臺
。
無

（

）

為
法
界
之
殿

三
大
僧
祇
之
庸

於
是
称
帝

四
智
法
王
之
号

本
無
今
得

。

。

。

。

。
注
33
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勝
義
勝
義

太
平
の
化
を
致
し

廃

詮

談
旨

無
事
の
風
を
扇
ぐ

一

真
の

臺

、

、

、

。

け

は

い

せ

ん

だ

ん

し

い

っ

し

ん

う

て

な

に
垂
拱
し
、
法
界
の
殿
に
無
為
た
り
。
三

大

僧
祇
の

庸

、
是
に
於
い
て
帝

さ

ん

だ

い

そ

う

ぎ

と

も

が

ら

と

称

ぜ
ら
る
。
四
智
法
王
の
号
、
本

無
く
し
て
今
得
た
り
。

し

ょ

う

な

も

と

こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
「
致
太
平
之
化

「
扇
無
事
之
風
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉

」

に
つ
い
て
、
従
来
の
口
語
訳
な
ど
で
は
、
さ
ほ
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

、

。

、

、

読
み
解
い
て
行
く
と

こ
こ
に
も
空
海
の
意
図
が
見
え
て
来
る

そ
れ
は

第
六
住
心

更
に
は
第
七
覚
心
不
生
心
（
以
下
、
第
七
住
心
と
略
す
）
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
と

い
う
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

「
太
平
の
化
を
致
す
（
致
太
平
之
化

」
は
、
そ
の
典
故
を
探
し
当
て
る
だ
け
で
は
正

）

確
な
意
味
を
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
句
で
あ
る

以
下

大
平

泰
平

な
ど
も

太

。

、〈

〉〈

〉

「

平
」
と
同
義
の
語
と
し
て
扱
う
。

王

尚
書
曰
、
協
和
万
国
。
是
美
堯
徳
致
太
平
之
化
、
化
諸
夏
、
並
及
夷
狄
也
。(

)

充
『
論
衡
』
藝
増

『
尚
書
』
に
曰
く
「
万
国
を
協
和
す
」
と
。
是
れ
尭
の
徳
〔
が
〕
太
平
の
化
を

致
し
、
諸
夏
を
化
し
、
並
び
に
夷
狄
に
及
ぼ
す
を
美
む
る
な
り
。

ほ

（

晋
書
』
謝
玄
伝
）

陛
下
致
太
平
之
化
。
『

陛
下
は
太
平
の
化
を
致
す
。

右
の
例
を
見
て
、
表
現
の
完
全
な
一
致
だ
け
を
も
っ
て
典
故
と
す
る
の
は
不
十
分
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
空
海
は
単
に
文
章
を
模
倣
し
た
だ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

王
充
『
論
衡
』
は
、
儒
家
の
中
で
も
異
端
と
見
な
さ
れ
る
。
ま
た

『
晋
書
』
の
成
立
は

、

唐
代
で
あ
り
、
文
章
表
現
の
典
故
と
し
て
は
権
威
が
足
り
な
い
。
も
う
少
し
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
注
意
を
要
す
る
の
は
次
の
点
で
あ
る

『
晋
書
』
の
文
章
に
お
い
て
は
、
主

。

語
が
皇
帝
「
陛
下
」
で
あ
る
こ
と

『
論
衡
』
が
称
え
て
い
る
の
が
「
尭
徳
」
で
あ
る
こ

。

と
。
こ
れ
を
指
摘
し
て
お
く
。

次
に

「
太
平
之
化

「
泰
平
之
化
」
の
用
例
を
確
認
す
る
と

『
宋
書
』
に
二
箇
所
、

、

」

、

『
魏
書
』
に
二
箇
所

『
晋
書
』
に
六
箇
所
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
類
似
の
語
に

、

治
平
之
化

升
平
之
化

清
平
之
化

均
平
之
化

が
あ
り

漢
書

か
ら

旧

「

」「

」「

」「

」

、『

』

『

唐
書
』
に
か
け
て
の
正
史
に
散
見
す
る
。
中
で
も

「
太
平
之
化
」
が
六
朝
の
史
書
に
集

、

中
的
に
現
れ
る
の
は
、
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。
従
っ
て
、
唐
代
の
読
書
人
が
多
く
目
に

し
た
流
行
語
と
も
言
え
よ
う
。
空
海
も
そ
の
中
の
一
人
で
あ
る
。

そ
し
て

「
太
平
之
化
」
の
用
例
は
、
例
外
な
く
、
聖
人
の
治
世
を
言
う
か
、
皇
帝
の

、

善
政
を
言
う
場
合
、
あ
る
い
は
詔
・
上
疏
・
対
策
な
ど
の
中
で
の
発
言
に
限
ら
れ
る
。

先
の
『
論
衡
』
や
『
晋
書
』
謝
玄
伝
の
例
が
、
堯
や
皇
帝
に
関
わ
る
表
現
で
あ
っ
た
の

と
同
様
で
あ
る

「
太
平
之
化
」
は
、
元
来
は
聖
人
の
治
世
を
象
徴
す
る
言
葉
で
あ
っ
た

。

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
聖
人
に
な
ぞ
ら
え
た
皇
帝
の
善
政
を
現
す
美
辞
と
し
て
使
用
さ

れ
、
普
及
し
た
の
で
あ
る
。
空
海
は
表
面
的
に
言
葉
を
模
倣
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
こ

の
よ
う
な
背
景
を
十
分
に
理
解
し
て
使
用
し
て
い
る

『
宝
鑰
』
に
お
い
て

「
太
平
之

。

、

化
」
だ
け
で
な
く

「
称
帝

「
法
王
之
号
」
な
ど
、
帝
王
を
意
味
す
る
言
葉
を
同
時
に

、

」
・

・

用
い
て
い
る
こ
と
が
そ
の
証
左
と
な
ろ
う
。

経
書
に
見
え
る
「
太
平
」
は
、
多
く
の
場
合
、
注
釈
に
よ
っ
て
周
王
室
と
関
連
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
左
に
挙
げ
る
。

（
注

）

太
平
君
子

（

詩
経
』
小
序

…
…

『

）

34

当
周
公
成
王
太
平
之
時
。
君
子
之
人
已
在
位

（
右
記
の
孔
穎
達
正
義
）

。
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…
…

太
平
の
君
子

周
公
・
成
王
が
太
平
の
時
に
当
た
っ
て
、
君
子
の
人

已
に
位
に
在
り
。

孔
穎
達
の
正
義
は
、
初
唐
以
来
の
標
準
的
な
注
釈
で
あ
る
。
こ
の
「
太
平
」
を
周
王

室
、
特
に
周
公
旦
と
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
傾
向
は
、
後
漢
の
注
釈
家
で
あ
る
鄭
玄
に

顕
著
で
あ
り
、
左
が
そ
の
例
で
あ
る
。

（
注

）

及
成
王
周
公
致
太
平
。
制
礼
。
作
楽
。
而
有
頌
声
興
焉
。
盛
之
至
也
。

35

成
王
・
周
公
の
太
平
を
致
し
、
礼
を
制
し
、
楽
を
作
る
に
及
び
て
、
頌
声
の
興

こ
る
有
り
。
盛
の
至
り
な
り
。

（
注

）

唯
有
鄭
玄
。
徧
覧
群
経
、
知
周
礼
者
乃
周
公
致
大
平
之
迹
。

36

唯
だ
鄭
玄
の
み
有
っ
て
、

徧

く
群
経
を
覧

『
周

礼
』
は
乃
ち
周
公
が
大
平
を

、

あ

ま

ね

み

し

ゅ

ら

い

致
す
の
迹
た
る
を
知
る
。

鄭
玄
に
よ
る
『
詩
経

『
周
礼
』
の
注
釈
は
最
良
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
お
よ
そ
読

』

書
人
で
読
ま
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
。
当
然
、
空
海
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。

そ
の
後
、
唐
代
の
注
釈
に
お
い
て

「
太
平
」
と
い
う
語
は
夥
し
い
数
が
使
用
さ
れ
て

、

い
る
。
特
に
『
書
経

『
詩
経

『
礼
記

『
春
秋
公
羊
伝
』
で
の
使
用
が
目
立
つ
。
い
ず

』

』

』

れ
も
、
周
王
室
や
周
公
旦
の
治
世
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
ら
し
く
、
礼
・
楽
の
制
度
の

確
立
を
重
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

「
太
平
を
致
す
（
致
太
平

」
と
い
う
句

、

）

の
用
例
も
非
常
に
多
い
。

左
に
示
す
の
は
、
前
漢
・
成
帝
の
時
期
に
お
け
る

劉

向

（
前
七
七
～
前
六
）
の

り

ゅ

う

き

ょ

う

発
言
で
あ
る
。

夫
教
化
之
比
於
刑
法
。
刑
法
軽
。
是
舎
所
重
而
急
所
軽
也
。
且
教
化
所
恃
以
為

（

）

治
也

刑
法
所
以
助
治
也

今
廃
所
恃
而
独
立
其
所
助

非
所
以
致
太
平
也

。

。

。

。
注
37

夫
れ
教
化
の
刑
法
に
比
す
る
や
、
刑
法

軽
し
。
是
れ
重
ん
ず
る
所
を
舎
き
て

お

軽
ん
ず
る
所
に
急
な
り
。
且
つ
教
化
は
恃
み
て
以
て
治
を
為
す
所
な
り
。
刑
法

た

の

は
治
を
助
く
る
所
以
な
り
。
今
、
恃
む
所
を
廃
し
て
独
り
其
の
助
く
る
所
を
立

つ
る
は
、
太
平
を
致
す
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。

「

」

「

」

、「

」

、「

」

。

教
化

と

刑
法

と
を
比
較
し

教
化

が
重
く

刑
法

が
軽
い
と
す
る

儒
教
道
徳
に
基
づ
く
常
識
的
な
見
解
と
言
え

太
平

の
語
を
伴
う
同
様
の
発
想
は

漢

、「

」

『

書
』
董
仲
舒
伝
・
路
温
舒
伝
・
貢
禹
伝
な
ど
に
見
え
る
。

こ
れ
ら
を
見
れ
ば

「
太
平
」
と
は
「
刑
」
や
「
法
」
を
必
要
と
し
な
い
徳
治
の
世
で

、

あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
る
。
そ
れ
は
、
空
海
も
素
養
と
し
て
身
に
付
け
て
い
た
考
え
で

あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
太
平
」
と
は
、
尭
・
舜
・
禹
・
周
公
ら
聖
人
に
よ
る

理
想
的
な
治
世
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
太
平
」
を
〈
世
の
中
が
非
常
に
平
和
で
あ
る
こ
と
〉
と
い
う
程
度
に
理
解
す
る
の

は
軽
す
ぎ
る
。
そ
れ
は
、
実
現
不
可
能
な
ま
で
の
理
想
的
な
世
界
を
表
現
す
る
言
葉
で

あ
り
、
空
海
の
語
感
は
遥
か
に
重
い
。
そ
れ
で
は
、
教
化
が
完
璧
に
施
さ
れ
、
悪
人
が

皆
無
な
世
界
に
お
い
て
、
為
政
者
の
役
割
は
何
か
。
そ
れ
こ
そ
が
「
無
為
」
で
あ
る
。

「
無
事
之
風
」
と
い
う
用
例
は
、
管
見
の
限
り
見
つ
か
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
は

。

、『

』

、「

」

「

」

空
海
の
造
語
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

し
か
し

老
子

に
は

無
事

と

無
為

と
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
る
章
が
三
つ
あ
る
（
四
八
章
・
五
七
章
・
六
三
章

。
前
後
の

）

文
意
か
ら
推
し
て

「
無
事
」
は
「
無
為
」
と
同
義
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

、

に
理
解
し

「
無
事
之
風
」
を
〈
無
為
之
風
〉
と
し
て
み
る
と
、
た
ち
ま
ち
用
例
が
見
つ

、

・

か
る

〈
無
為
之
風
〉
は
、
老
荘
に
関
係
す
る
文
脈
で
現
れ
る
こ
と
が
多
く

〈
老
荘
の

。

、

風
習
〉
と
い
っ
た
意
味
合
い
で
あ
る
。
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、

、

〈

〉

、

他
方

左
に
示
す
も
の
は

政
治
に

無
為
之
風

を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
の

「
小
康
」
の
世
に
し
か
な
ら
な
い
と
嘆
く
も
の
で
あ
る
。

方
貴
無
為
之
風
。
以
宏
多
暇
之
政

今
寰
㝢
克
寧
。
朝
廷
無
事
。
将
欲
叶
於

…
…

。

。（

「

」

『

』

淳
古

豈
惟
臻
於
小
康

玄
宗

許
百
官
旬
節
休
假
不
入
朝
詔

全
唐
文

巻
三
二
）

方
に
無
為
の
風
を
貴
び

以
て
多
暇
の
政
を
宏
め
ん
と
す

今

寰
㝢
は
克

、

。

、

…
…

か

ん

う

よ

く
寧
ん
じ
、
朝
廷
は
無
事
た
り
。
将
に
淳
古
に
叶
わ
ん
と
欲
す
る
も
、
豈
れ
惟

や

す

そ

た

だ
小
康
に
臻
る
の
み
。

い

た

尭
舜
以
揖
譲
而
理
。
湯
武
以
干
戈
而
興
。
或
労
神
以
苦
形
。
且
役
志
而
焦
慮
。

有
生
之
類
。
雖
亦
聞
於
小
康
無
為
之
風
。
故
未
臻
於
大
道
。

尭
・
舜
は
揖

譲

を
以
て
し
て
理
め
、
湯
・
武
は
干
戈
を
以
て
し
て
興
る
。
或

ゆ

う

じ

ょ

う

お

さ

か

ん

か

い
は
神
を
労
し
て
以
て
形
を
苦
し
め
、
且
つ
志
を
役
し
て
慮
を
焦
が
す
。
有
生

の
類
は
、
亦
た
小
康
に
無
為
の
風
を
聞
く
と
雖
も
、
故
よ
り
未
だ
大
道
に
臻
ら

も

と

。（

「

」

『

』

）

ず

裴
光
庭

請
以
三
殿
講
道
徳
経
編
入
史
策
奏

全
唐
文

巻
二
九
九

こ
こ
に
お
い
て
、
従
来
、
老
荘
思
想
と
し
て
表
現
さ
れ
て
来
た
「
無
為
之
風
」
が
、

儒
教
的
な
色
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は

「
太
平
之
化

、

無
事
之
風
」
と
対
句
に
し
た
空
海
の
表
現
に
、
更
に
一
歩
近
づ
い
た
も
の
と
言
え

…
…

よ
う
。

た
だ
し

「
無
為
」
を
尊
ぶ
伝
統
は
、
儒
家
に
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
。

、

為
政
以
徳
。
譬
如
北
辰
。
居
其
所
而
衆
星
共
之

（

論
語
』
為
政
）

。
『

政
を
為
す
に
徳
を
以
て
す
る
こ
と
、
譬
え
ば
北
辰
の
如
し
。
其
の
所
に
居
り
て

衆
星

之
に
共
す
。

無
為
而
治
者
。
其
舜
也
与
。
夫
何
為
哉
。
恭
己
。
正
南
面
而
已
矣

（

論
語
』

。
『

衛
霊
公
）

無
為
に
し
て
治
む
る
者
は
、
其
れ
舜
か
。
夫
れ
何
を
か
為
す
や
。
己
を
恭
し
く

し
、
正
し
く
南
面
す
る
の
み
。

為
政
篇
の
「
為
政
以
徳
」
に
つ
い
て
は
、
皇
侃
『
論
語
義
疏
』
に
「

徳
」
は
無
為
な

「

り
」
と
い
う
鄭
玄
の
注

「
人
君

若
し
無
為
に
し
て
民
を
御
せ
ば

」
と
い
う
皇
侃

、

…
…

。

、

、

「

」

の
疏
が
あ
る

後
漢
か
ら
唐
に
か
け
て

儒
教
に
お
い
て
も

為
政
の
究
極
を

無
為

と
認
識
し
て
い
た
証
で
あ
る
。
孔
子
は
そ
の
体
現
者
と
し
て
、
衛
霊
公
篇
で
舜
を
挙
げ

て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
空
海
の
文
章
表
現
は
、
唐
代
の
儒
教
文
化
圏
に
お
け
る
文

体
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に

『
宝
鑰
』
第
六
住
心
と
第
七
住
心
と
の
表
現
を
対
比
す
れ
ば
、
空
海
独
特
の
感

、

覚
が
明
確
に
な
る
。
第
六
住
心
に
は
「
征
魔
旬
仗
陣
、
伐
煩
悩
賊
帥
」
な
ど
と
、
第
七

住
心
に
は
「
四
魔
不
戦
面
縛
、
三
毒
不
殺
自
降
」
な
ど
と
空
海
は
記
す
。
第
六
住
心
で

は
敵
（
煩
悩
）
を
攻
撃
に
よ
っ
て
退
け
る
が
、
第
七
住
心
で
は
敵
（
煩
悩
）
は
戦
わ
ず

し
て
投
降
す
る
の
で
あ
る
。
刑
罰
と
太
平
之
化
と
が
反
比
例
し
た
よ
う
に
、
煩
悩
へ
の

対
処
も
仏
教
の
進
展
と
と
も
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
六
住
心
は
法
相
宗

に
該
当
し

煩
悩
へ
の
対
処
が
示
さ
れ
る

一
方

第
七
住
心
は
三
論
宗
に
該
当
し

色

、

。

、

、〈

即
是
空
、
空
即
是
色
〉
の
境
地
に
到
達
す
る
。
煩
悩
と
悟
り
と
の
対
立
関
係
か
ら
、
万

物
を
空
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
対
立
関
係
が
解
消
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
空
海
に
よ
る

大
乗
仏
教
理
解
の
一
端
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
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五

漢
詩
「
秋
日
観
神
泉
苑

」
の
新
解
釈

『
遍

照

発
揮
性
霊
集

（
以
下

『
性
霊
集
』
と
称
す
る
）
巻
第
一
に
《
秋
日
観
神

』

、

へ

ん

じ

ょ

う

泉
苑

（
秋
の
日

神
泉
苑
を
観
る
）
と
い
う
空
海
の
漢
詩
が
あ
る
。

》
彳
亍
神
泉
観
物
候

神
泉
に
彳

亍

し
て
物
候
を
観
る

て

き

ち

ょ

く

心
神

惚
不
能
帰

心
神

惚
と
し
て
帰
る
こ
と
能
わ
ず

怳

怳
こ

う

こ

つ

搆
え
人
力
に
非
ず

高
臺
神
搆
非
人
力

高
臺
は
神
の

か

ま

池
鏡
泓

澄
と
し
て
日

暉
を
含
め
り

池
鏡
泓
澄
含
日
暉

お

う

と

う

じ

っ

き

鶴
の
響
天
に
聞
こ
え
て
御
苑
に
馴
れ
た
り

鶴
響
聞
天
馴
御
苑

こ

え

戢

鵠
の

翅

且

く
戢
め
て

幾

く
か
将
に
飛
ば
ん
と
す

鵠
翅
且

幾
将
飛

つ

ば

さ

し

ば

ら

お

さ

い

く

ば

游
魚

藻
に
戯
れ
て
数
々

鉤

を
呑
み

游
魚
戯
藻
数
呑
鉤

つ

り

ば

り

鹿

深
草
に
鳴
き
て

露

衣
を

霑

す

鹿
鳴
深
草
露
霑
衣

う

る

お

一
た
び
は
翔
り
一
た
び
は
住
ま
っ
て
君
の
徳
を
感
ず

一
翔
一
住
感
君
徳

か

け

と

ど

秋
の
月

秋
の
風

空
し
く
扉
に
入
る

秋
月
秋
風
空
入
扉

草
を
銜
み
粱
を

啄

ん
で
何
か
在
ら
ざ
ら
ん

銜
草
啄
粱
何
不
在

ふ

く

あ

わ

つ

い

ば

な

に

蹌

蹌
と
し
て
率
い
舞
っ
て
玄
機
に
在
り

蹌
蹌
率
舞
在
玄
機

そ

う

そ

う

右
の
引
用
は
、
坂
田
光
全
述
『
性
霊
集
講
義

（
二
七
～
二
九
頁
。
以
下

『
講
義
』

』

、

と
称
す
）
に
基
づ
い
て
い
る

『
講
義
』
に
は
注
釈
・
解
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
古
来

。

の
も
の
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る

と
り
わ
け
運

敞

遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙

以

。

『

』（

う

ん

し

ょ

う

（

）

、

下

便
蒙

と
称
す

を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る

、『

』

）

。
運
敞

一
六
一
四
～
一
六
九
三

は

江
戸
初
期
の
真
言
宗
の
僧
。
智
山
派
最
大
の
学
匠
と
も
言
わ
れ
る
。
文
献
研
究
や
実
証

研
究
に
優
れ

『
便
蒙
』
の
注
釈
に
は
定
評
が
あ
る
。

、

従
来
、
こ
の
詩
（

便
蒙
』
二
〇
頁
〔
総
二
六
頁
〕
～
二
二
頁
〔
総
二
八
頁

）
は
神

『

〕

泉
苑
を
賞
讃
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
句
一
句
に
天
皇
の
徳
を
讃
歎
す
る
も
の
と
理
解
さ

れ
て
来
た
。
本
章
は
、
そ
の
解
釈
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
詩
は
、
全
句
に
わ
た
っ
て
神
泉
苑
を
批
判
し
て
い
る
も
の
と
、
筆
者
は
考
え
て

い
る
。
と
り
わ
け
核
心
と
な
る
句
は
、
第
八
句
「
鹿
鳴
深
草
露
霑
衣
」
で
あ
る
の
で
、

以
下
、
そ
れ
を
証
明
し
た
い
。

鹿
鳴

と
言
え
ば

す
ぐ
思
い
付
く
の
が

詩
経

小
雅

鹿
鳴

で
あ
ろ
う

便

「

」

、

『

』

《

》

。『

蒙
』
も
当
然
そ
こ
に
言
及
し
、
更
に
他
の
出
典
も
示
し
な
が
ら
解
釈
す
る
。

毛
詩

に
曰
く

呦
々
と
し
て
鹿
鳴
き

野
の
苹
を
食
む

と

伝
に
曰
く

興

『

』

「

、

」

。

「

蓱
な
り
。
鹿

蓱
草
を
得
て
、
呦
々
然
と
し
て
鳴
き
て
相
呼
ぶ
。

な
り

「
苹
」
は
大

。

懇
誠

中
よ
り
発
す
。
以
て
賓
客
を
嘉
楽
し
、
当
に
懇
誠
に
相
招
呼
し
て
以
て
其
の
礼

（
注

）

を
盛
ん
に
す
べ
き
を
興
す
」
と
。
鮑
和
が
詩
に
曰
く
「
鹿
鳴
き
深
草
を
思
う
」

マ

マ

マ

マ

38

と
。
或
ひ
と
曰
く
「

群
臣
嘉
賓
を
燕
し
、
礼
を
盛
ん
に
し
、
恩
を
厚
く
す
。

…
…

故
に
「
露
霑
」
と
言
う

〔

詩
経
』
小
雅

《
蓼
蕭
》
の
詩
の
箋
に
曰
く
「
露
は
、

。
『

〕

天
の
万
物
を
潤
す
所
以
な
り
。
王
者
の
恩
沢

遠
き
が
為
に
則
ち
及
ば
ざ
る
に
あ

ら
ざ
る
に
喩
う
る
な
り

と

」

」

。

（
注

）
39

一
見
、
非
の
打
ち
所
が
な
い
注
釈
の
よ
う
に
見
え
る

『
講
義
』
も
こ
の
記
述
に
基
づ

。

い
て
い
る
が
、
こ
の
注
釈
に
は
大
い
に
問
題
が
あ
る

《
鹿
鳴
》
に
着
目
す
る
の
は
当
然

。

と
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
故
に
「
露
霑
」
と
言
う
」
と
つ
な
ぐ
に
は
、
論
理
的
な
根
拠
は

何
も
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
露
」
を
「
王
者
の
恩
沢
」
と
解
し
、
強
引
に
句
を

総
括
す
る

「
霑
衣
」
の
出
典
は
提
示
せ
ず

〈
鹿
が
鳴
く
〉
か
ら
〈
衣
が
濡
れ
る
〉
へ

。

、

の
流
れ
が
、
実
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

こ
の
疑
問
は
、
適
確
な
典
故
を
示
す
こ
と
で
解
消
す
る
。
そ
れ
は
『
史
記
』
淮
南
衡
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山
列
伝
に
見
え
る
淮
南
王
・
劉
安
の
伝
記
で
あ
る
。
先
ず
、
そ
の
原
文
を
示
す
。

被
悵
然
曰
、
上
寛
赦
大
王
、
王
復
安
得
此
亡
国
之
語
乎
。
臣
聞
子
胥
諫
呉
王
、

呉
王
不
用
、
乃
曰
、
臣
今
見
麋
鹿
游
姑
蘇
之
臺
也
。
今
臣
亦
見
宮
中
生
荊
棘
、

（
注

）

露
霑
衣
也
。
王
怒
、
繋
伍
被
父
母
、
囚
之
三
月
。

40

が
「
鹿
鳴
深
草
露
霑
衣
」
に
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
前
後
に
見
え
る
の

、

「

」「

」「

」「

」

、

。

は

傍
線
部

亡
国

怒

繋

父
母

囚
之
三
月

等

不
穏
な
言
葉
が
多
い

…
…

明
ら
か
に
、
神
泉
苑
を
賞
讃
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
「
姑
蘇
の
臺
」
こ
そ
は
、

呉
国
滅
亡
の
象
徴
と
し
て
『
史
記
』
呉
世
家
な
ど
に
見
え
る
も
の
で
あ
る

《
秋
日
観
神

。

泉
苑

第
三
句
の

高
臺

も

姑
蘇
の
臺

を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る

左
太
沖

呉

》

「

」

、「

」

。

《

都
賦

（

文
選
』
巻
五
）
に
は
「
姑
蘇
の
高
臺
を
造
り
、
四
遠
に
臨
ん
で
特
り
建
つ
。

》
『

ひ

と

朝
夕
の
濬
池
を
帯
び
、
長
洲
の
茂
苑
を
佩
ぶ
」
と
見
え
、
高
臺
と
池
と
が
対
に
な
っ
て

お

、

。

、

《

》（
『

』

）

い
る
の
は

第
三
・
四
句
と
対
応
す
る

ま
た

左
太
沖

魏
都
賦

文
選

巻
六

「

」、

《

》（『

』

に

故
荊
棘
旅
庭
也

故
麋
鹿
寓
城
也

阮
元
瑜

為
曹
公
作
書
与
孫
権

文
選

…
…

巻
四
二
）
に
「
是
故
子
胥
知
姑
蘇
之
有
麋
鹿
」
の
句
も
見
え
る
。

「
麋
鹿

荊
棘

露
霑
衣
」
す
な
わ
ち
「
鹿
鳴
深
草
露
霑
衣
」
に
込
め
た
空
海

…
…

…
…

。『

』

、

。

の
意
図
は
何
か

史
記

が
記
す
内
容
は
あ
ま
り
に
も
長
い
の
で

要
約
を
左
に
記
す

そ
の
昔
、
伍
子
胥
は
、
越
を
滅
ぼ
す
よ
う
何
度
も
呉
王
を
諫
め
た
が
、
聞
き

、

。

、

。

入
れ
ら
れ
ず

結
局
自
害
し
た

そ
の
後

呉
は
越
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た

三
五
〇
年
ほ
ど
後
、
漢
の
時
代
、
淮
南
王
・
劉
安
は
武
帝
の
政
策
で
あ
る
匈

奴
討
伐
に
協
力
せ
ず
、
兵
を
派
遣
し
な
か
っ
た
。
武
帝
は
群
臣
の
意
見
に
反
対

し
、
懲
罰
と
し
て
領
土
の
二
県
を
削
る
に
留
め
、
寛
大
な
措
置
を
採
っ
た
。

淮
南
王
の
臣
下
に
伍
被
と
い
う
人
物
が
い
た
。
伍
被
は
伍
子
胥
の
子
孫
と
さ

れ
る
。
武
帝
に
怨
み
を
抱
く
淮
南
王
は
、
伍
被
ら
と
謀
反
の
計
画
を
練
っ
て
い

。

、

、

。

「

、

た

あ
る
時

相
談
の
た
め

伍
被
は
淮
南
王
に
呼
ば
れ
た

王
は

将
軍
よ

座
り
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
伍
被
は
浮
か
ぬ
顔
で
言
っ
た

「
か
つ
て
帝
は
、
王

。

に
寛
大
な
処
分
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
な
の
に
王
は
、
私
の
こ
と
を
〈
将
軍
〉

と
お
呼
び
に
な
る

〈
将
軍
〉
は
皇
帝
直
属
の
官
。
王
が
そ
の
言
葉
を
使
う
の
は

。

〈
亡
国
の
語
〉
で
す
。
呉
王
が
伍
子
胥
の
諫
言
を
容
れ
な
か
っ
た
時
、
伍
子
胥

。「

、

」

は
言
い
ま
し
た

私
は
す
ぐ
に

麋
鹿
が
姑
蘇
の
臺
で
遊
ぶ
の
を
見
る
だ
ろ
う

と
。
今
は
私
が
、
宮
中
に
い
ば
ら
が
生
え
、
そ
の
露
が
衣
を
濡
ら
す
の
を
見
る

で
し
ょ
う

」
王
は
怒
り
、
伍
被
の
父
母
を
捕
ら
え
、
三
ヶ
月
間
拘
留
し
た
。

。

傍
線
部
が
、
先
に
漢
文
で
示
し
た
部
分
で
あ
る
。
こ
の
後
も
伍
被
は
、
自
分
の
意
見

を
長
々
と
述
べ
る
。
聖
人
と
は
ど
ん
な
人
間
か
。
周
の
文
王
は
ど
こ
が
優
れ
て
お
り
、

な
ぜ
人
々
の
信
頼
を
得
ら
れ
た
の
か
。
秦
の
政
治
が
い
か
に
酷
い
も
の
で
、
人
々
は
ど

れ
ほ
ど
の
苦
し
み
を
嘗
め
た
か
。
呉
・
越
が
滅
ん
だ
の
は
天
道
に
逆
ら
い
、
時
を
知
ら

な
か
っ
た
か
ら
だ
。
滅
亡
の
日
に
天
下
を
失
う
の
で
は
な
い
。
既
に
天
下
を
失
っ
て
い

た
か
ら
滅
亡
し
た
の
だ
。
そ
し
て
、
涙
を
流
し
つ
つ
伍
被
は
立
ち
去
る
。

伍
被
の
諫
言
は
、
質
・
量
と
も
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
迫
力
を
持
つ

「
鹿
鳴
深
草
露

。

霑
衣
」
と
い
う
、
わ
ず
か
七
字
に
込
め
た
空
海
の
思
い
は

『
史
記
』
の
九
百
字
に
匹
敵

、

す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

《
秋
日
観
神
泉
苑
》
は
天
皇
へ
の
諫
言
の
詩
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と

、

も
、
平
安
時
代
初
期
、
一
介
の
僧
が
諫
言
で
き
た
か
ど
う
か
は
未
詳
で
あ
る
。
真
の
諫

言
で
な
け
れ
ば
、
諷
諫
の
形
式
を
模
し
て
作
詩
し
献
上
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
、

運
敞
も
敢
え
て
誤
読
に
導
く
よ
う
な
注
釈
を
し
て
い
る
形
跡
が
あ
る
。
必
ず
「
或
曰
」

と
し
て
い
る
の
は
、
真
言
宗
や
祖
師
の
立
場
を
守
ろ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
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お
わ
り
に

以
上
、
典
故
表
現
を
主
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
読
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
空
海
の
文
章

を
再
検
討
し
た
。
そ
れ
は
細
部
の
修
正
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
典
故
の
技
法
と
空
海
の
密
教
思
想
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
読
み
解
け

な
い
性
質
の
文
言
で
あ
る
。
空
海
は

『
論
語
』
を
玄
学
に
基
づ
く
注
釈
に
よ
っ
て
理
解

、

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
万
物
は
元
よ
り
仏
で
あ
る
。
無
為
（
空
）
の
境
地
（
第
七

）

、

（

）

。

、

住
心

さ
え
も

密
教

第
十
住
心

へ
と
至
る
過
程
に
過
ぎ
な
い

漢
詩
の
中
に
は

直
言
し
難
い
深
意
を
詠
み
込
む
。
そ
れ
ら
が
〈
典
故
を
踏
む
〉
技
法
を
通
じ
て
表
現
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

、

（

「

」

）

、

拙
稿
の
成
果
の
多
く
は

基
礎
と
な
る
先
行
研
究

本
稿

は
じ
め
に

参
照

と

近
年
の
技
術
的
な
進
歩
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
各
種
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
、
検
索

機
能
の
充
実
な
ど
の
恩
恵
を
受
け
て
の
研
究
で
あ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば

『
四
庫
全
書

、

電
子
版

（
上
海
人
民
出
版
社
）
の
検
索
機
能

『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
テ
キ
ス
ト
デ
ー

』

、

タ
ベ
ー
ス
（
東
京
大
学
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
運
営
管
理
）
な
ど
、
か
つ
て
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
充
実
し
た
環
境
が
備
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
を
肝
に
銘

じ
、
深
く
感
謝
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
最
後
は
、
考
察
し
適
切
に
環
境
を
利

用
す
る
人
に
掛
か
っ
て
い
る
。

中
国
学
を
専
門
と
す
る
者
は
密
教
を
知
ら
ず
、
仏
教
・
密
教
を
専
門
と
す
る
者
に
は

典
故
を
読
解
す
る
技
術
が
な
い
。
こ
れ
が
、
空
海
の
文
章
を
誤
読
し
て
し
ま
う
一
つ
の

要
因
で
あ
る
。
こ
れ
を
解
消
す
る
に
は
、
人
材
の
育
成
以
外
に
方
法
は
な
い
。
空
海
は

綜

藝

種
智
院
と
い
う
学
校
を
構
想
し
た
と
さ
れ
る
（

性
霊
集
』
巻
十
所
収
「
綜
芸

『

し

ゅ

げ

い

し

ゅ

ち

い

ん

種
智
院
式

并

序

。
仏
教
と
儒
教
と
を
兼
学
で
き
る
場
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の

」
）

な

ら

び

に

よ
う
な
研
究
機
関
や
人
材
の
育
成
が
望
ま
れ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後
も
空
海
に

関
連
す
る
書
籍
の
出
版
は
続
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
に
は
、
拙
稿
の
よ
う
な
微
細
な
成

果
も
利
用
さ
れ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

注

（
１
）
静
慈
圓
『
空
海
密
教
の
源
流
と
展
開
』
第
一
編

第
一
章
（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
四
年
）
参

照
。

（
２

『
定
弘
全
』
二
、
六
七
頁
。

）

（
３

『
大
正
蔵
』
五
二
、
四
九
三
頁
中
段

『
大
正
蔵
』
三
三
、
三
一
九
頁
上
～
中
段

『
大
正
蔵
』

）

。

。

四
六
、
三
四
一
下
段

『
大
正
蔵
』
四
六
、
七
七
頁
中
段
。

。

（
４

『
定
弘
全
』
二
、
六
七
～
六
八
頁
。

）

（
５

『
論
語
義
疏

（

武
内
義
雄
全
集
』
一
所
収
。
以
下
、
同
じ
）
二
九
六
頁
。

）

』
『

（
６

『
論
語
義
疏
』
二
九
五
頁
。

）

（
７
）
大
史
叔
明
注
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
馬
国
翰
『
玉
函
山
房
輯
佚
書

（
文
海
出
版
社
、
一
九
七

』

四
年
、
影
印
本
）
に
従
っ
た
。

（
８

『
定
弘
全
』
五
、
一
〇
五
頁
。

）

（
９

「
文
宣
王
書
与
中
丞
孔
稚
珪
釈
疑
惑
并
牋
答

、
僧
祐
『
弘
明
集
』
所
収

『
大
正
蔵
』
五
二
、

）

」

。

七
二
頁
中
段
。

（

）
侍
者
無
隠
編
「
慶
元
府
顕
孝
禅
寺
開
山
語
録

（
妙
源
編
『
虚
堂
和
尚
語
録
』
所
収

『
大
正

」

）
。

10

蔵
』
四
七
、
九
九
〇
頁
上
段
。

（

『
史
記
』
魯
仲
連
鄒
陽
列
伝
、
二
四
七
六
頁
。

）
11

（

『
大
正
蔵
』
四
八
、
二
二
八
頁
中
段
。

）
12

（

『
大
正
蔵
』
五
二
、
五
頁
中
段
。

）
13

（

『
続
真
言
宗
全
書
』
二
九
、
総
三
〇
四
頁
。

）
14
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（

『
定
弘
全
』
三
、
一
二
〇
頁
。

）
15

（

『
弘
法
大
師
著
作
全
集
』
一
、
一
三
七
頁
。

）
16

（

『
大
正
蔵
』
三
九
、
六
〇
四
頁
中
段
。

）
17

（

『
真
言
宗
全
書
』
一
一
、
総
九
九
頁
。

）
18

（

『
続
真
言
宗
全
書
』
一
九
、
総
八
四
頁
。

）
19

（

）
注

に
同
じ
。

20

18

（

『
春
秋
左
伝
注
疏

（

重
栞
宋
本

十
三
経
注
疏

附
校
勘
記
』
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学

）

』
『

21

開
雕
、
藝
文
印
書
館
、
一
九
八
五
年
、
影
印
本
）
二
三
、
二
二
葉
裏
。

（

『
藝
文
類
聚
』
下
（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）
一
四
三
八
頁
。

）
22

（

）
注

に
同
じ
。

23

18

（

）
同
右
。

24
（

）
注

に
同
じ
。
訓
読
で
は
「
千
」
を
衍
字
と
し
た
。

25

19

（

『
日
疏
』
即
ち
『
大
日
経
疏
』
は
注

参
照
。

）
26

17

（

『
捜
神
記
』
二
〇
。
先
坊
幸
子
・
森
野
繁
夫
『
捜
神
記

（
白
帝
社
、
二
〇
〇
四
年
、
六
七
一

）

』

27

～
六
七
二
頁
）
は

「
封
」
は
蛇
を
つ
な
ぐ
こ
と
と
解
し
て
い
る

。

、

。

（

『
文
選
』
一

《
両
都
賦

「
随
侯
明
月

夜
光
在
焉
」
の
李
善
注
。

）

、

》

…
…

28
（

『
文
選
』
五

《
呉
都
賦

「
長
鯨
呑
航
、
脩
鯢
吐
浪
」
の
五
臣
注
。

）

、

》

29
（

『
宝
鑰
』
第
七
覚
心
不
生
心

『
定
弘
全
』
三
、
一
五
三
頁
。

）

、

30
（

『
十
住
心
論
』
一
道
無
為
住
心
第
八

『
定
弘
全
』
二
、
二
七
三
頁
。

）

、

31
（

『
般
若
心
経
秘
鍵

『
定
弘
全
』
三
、
一
一
頁
。

）

』
、

32
（

『
定
弘
全
』
三
、
一
五
〇
頁
。

）
33

（

『
詩
経

（

重
栞
宋
本

十
三
経
注
疏

附
校
勘
記
』
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雕
、
藝

）

』
『

34

、

、

）

《

》

、

、

。

文
印
書
館

一
九
八
五
年

影
印
本

小
雅

南
有
嘉
魚

小
序

巻
第
十
之
一

一
葉
表

（

『
詩
経

（
同
右
）
所
収
、
鄭
玄
「
詩
譜
序
」
三
葉
裏
。

）

』

35
（

『
周
礼

（
同
右
）
所
収
、
賈
公
彦
「
序
周
礼
廃
興

、
十
三
葉
表
～
裏
。

）

』

」

36

（

『
漢
書
』
礼
楽
志
、
一
〇
三
四
頁
。

）
37

（

）

《

》

「

」

、

『

』

（
『

』

鮑
照

別
鶴
操

に

鹿
鳴
在
深
草

と
あ
る
が

空
海

文
鏡
秘
府
論

地
巻

定
弘
全

38

六
、
三
八
頁
）
は
「
思
」
と
引
用
す
る
。

（

）
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
現
存
の
鄭
箋
と
ほ
ぼ
同
じ
。

39
（

『
史
記
』
三
〇
八
五
頁
。

）
40

【
主
要
参
考
文
献
（
略
称

】）

（
本
文
の
訓
読
は
、
左
記
の
書
を
参
考
し
つ
つ
、
筆
者
が
改
変
を
加
え
て
い
る
）

〇
一
次
資
料

『
定
本
弘
法
大
師
全
集

（

定
弘
全
』
と
略
す
）

高
野
山
大
学
密
教
文
化
研
究
所

』
『

『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』

『
定
弘
全
』
第
二
巻
所
収

一
九
九
三
年

『
秘
蔵
宝
鑰
』

『
定
弘
全
』
第
三
巻
所
収

一
九
九
四
年

『
般
若
心
経
秘
鍵
』

同
右

『
梵
字
悉
曇
字
母
并
釈
義
』

『
定
弘
全
』
第
五
巻
所
収

一
九
九
三
年

『
文
鏡
秘
府
論
』

『
定
弘
全
』
第
六
巻
所
収

一
九
九
七
年

『
弘
法
大
師
全
集
（
増
補
三
版

』
第
二
輯

密
教
文
化
研
究
所

一
九
六
五
年
（
初
版
は
、
祖
風
宣

）

揚
会
編
纂

一
九
一
〇
年

六
大
新
報
社
）

『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
四
巻

筑
摩
書
房

一
九
八
四
年

宮
坂
宥
勝
監
修
『
傍
訳
弘
法
大
師
空
海

事
相
篇
』
第
四
巻

四
季
社

二
〇
〇
四
年

勝
又
俊
教
編
修
『
弘
法
大
師
著
作
全
集
』
第
一
巻

三
喜
房
仏
書
林

一
九
六
八
年

『
真
言
宗
全
書

（

真
全
』
と
略
す
）

真
言
宗
全
書
刊
行
会

』
『

頼
瑜
『
秘
蔵
宝
鑰
勘
註
』

『
真
全
』
第
十
一
巻
所
収

一
九
三
六
年

運
敞
『
遍
照
発
揮
性
霊
集
便
蒙
』

『
真
全
』
第
四
十
二
巻
所
収

一
九
三
四
年

『
続
真
言
宗
全
書

（

続
真
』
と
略
す
）

続
真
言
宗
全
書
刊
行
会

』
『

霊
瑞
『
梵
字
悉
曇
字
母
并
釈
義
発
軫
』

『
続
真
』
第
二
十
九
巻
所
収

一
九
八
七
年
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宥
快
『
秘
蔵
宝
鑰
鈔
』

『
続
真
』
第
十
九
巻
所
収

一
九
七
八
年

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』

大
正
新
脩
大
蔵
経
刊
行
会

一
九
二
四
年
～
一
九
四
〇
年

『
重
栞
宋
本

十
三
経
注
疏

附
校
勘
記
』
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雕

藝
文
印
書
館

一

九
八
五
年

『
毛
詩
注
疏
』

『
周
礼
注
疏
』

『
春
秋
左
伝
注
疏
』

『
論
語
注
疏
』

『
論
語
義
疏
』

『
武
内
義
雄
全
集
』
第
一
巻
所
収

角
川
書
店

一
九
七
八
年

『
史
記
』

中
華
書
局

一
九
五
九
年

『
漢
書
』

中
華
書
局

一
九
六
二
年

『
後
漢
書
』

中
華
書
局

一
九
六
五
年

『
晋
書
』

中
華
書
局

一
九
七
四
年

王
弼
『
老
子
道
徳
経
注
』

『
王
弼
集
校
釈
』
上
冊
所
収

中
華
書
局

一
九
八
〇
年

孫
詒
譲
『
墨
子
間
詁
』

中
華
書
局

一
九
八
六
年

王
先
慎
『
韓
非
子
集
解
』

中
華
書
局

一
九
九
八
年

黄
暉
『
論
衡
校
釈
』

台
湾
商
務
印
書
館

一
九
八
三
年

劉
義
慶
撰
・
劉
孝
標
注
・
余
嘉
錫
箋
疏
『
世
説
新
語
箋
疏
（
修
訂
本

』

上
海
古
籍
出
版
社

一
九

）

九
三
年

干
宝
『
捜
神
記
』

『
百
部
叢
書
集
成
』
所
収

藝
文
印
書
館

一
九
六
五
年

『
六
臣
注
文
選
』

『
四
部
叢
刊
初
編
』
所
収

上
海
商
務
印
書
館

一
九
六
五
年

『
太
平
御
覧
』

大
化
書
局

一
九
七
七
年

『
事
類
賦
』

『
文
淵
閣

四
庫
全
書

電
子
版
』
所
収

上
海
人
民
出
版
社

一
九
九
九
年

○
二
次
資
料

『

』

（

）

坂
田
光
全
述

性
霊
集
講
義

平
成
新
訂

高
野
山
出
版
社

二
〇
〇
三
年

一
九
四
二
年
初
版

阿
部
吉
雄
・
山
本
敏
夫
・
市
川
安
司
・
遠
藤
哲
夫
『
老
子

荘
子
（
上

』

明
治
書
院

新
釈
漢
文

）

大
系

一
九
六
六
年

山
田
琢
『
墨
子
』
下

明
治
書
院

新
釈
漢
文
大
系

一
九
八
七
年

竹
内
照
夫
『
韓
非
子
』
上

明
治
書
院

新
釈
漢
文
大
系

一
九
六
〇
年

山
田
勝
美
『
論
衡
』
上

明
治
書
院

新
釈
漢
文
大
系

一
九
七
六
年

目
加
田
誠
『
世
説
新
語
』
下

明
治
書
院

新
釈
漢
文
大
系

一
九
七
八
年

先
坊
幸
子
・
森
野
繁
夫
『
捜
神
記
』

白
帝
社

二
〇
〇
四
年

○
拙
論

「
空
海
『
梵
字
悉
曇
字
母
并
釈
義
』
に
お
け
る
典
故

「
弄
玉
難
信

「
案
剣
夜
光
」
に
つ
い
て

」

―

―

」

『
高
野
山
大
学
論
叢
』
四
七

二
〇
一
二
年

「

秘
蔵
宝
鑰
』
に
お
け
る
「
礦
石

「
魚
珠
」
の
新
解
釈
」

『
密
教
学
研
究
』
四
七

二
〇
一
五

『

」

年

「
空
海
『
秘
蔵
宝
鑰
』
第
六
他
縁
大
乗
心
に
見
え
る
典
故
表
現

「
太
平
之
化

「
無
事
之
風

「
垂

―

」

」

拱

「
無
為
」
を
中
心
と
し
て

」

『
密
教
文
化
』
二
四
〇

二
〇
一
八
年

」

―

「
空
海
《
秋
日
観
神
泉
苑
》
が
秘
め
る
諫
言
」

『
密
教
学
研
究
』
五
一

二
〇
一
九
年

南

昌
宏
（
み
な
み
・
ま
さ
ひ
ろ
）

一
九
六
四
年
生
ま
れ
。
高
野
山
大
学
文
学
部
密
教
学
科
教
授
。
専
門
は
中
国
古
代
思
想

史
、
空
海
の
思
想
。
共
著
に
『
中
国
思
想
基
本
用
語
集

（
湯
浅
邦
弘
編
著
、
ミ
ネ
ル
ヴ

』

ァ
書
房
、
二
〇
二
〇
年
三
月

、
主
要
論
文
に
「
空
海
《
秋
日
観
神
泉
苑
》
が
秘
め
る
諫

）

言

（

密
教
学
研
究
』
五
一

二
〇
一
九
年
）
な
ど
。

」
『


